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第1章 都市計画決定権者の名称並びに事業者の名

称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

1-1 都市計画決定権者及び事業者の名称 

松戸市 

 
1-2 事業者の代表者の名称 

松戸市長 本郷谷 健次 

 
1-3 事業者の主たる事務所の所在地 

千葉県松戸市根本 387 番地の５ 

 
1-4 都市計画施設の種類及び名称 

1-4-1 都市計画施設の種類 

ごみ焼却場 

1-4-2 都市計画施設の名称 

第２松戸市清掃工場 
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第2章 都市計画対象事業の名称、目的及び内容 

2-1 都市計画対象事業の名称 

（仮称）松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（以下、「本事業」という。） 

 
2-2 都市計画対象事業の目的 

松戸市（以下、「本市」という。）では、これまで可燃ごみ、その他のプラスチック等について、

和名ケ谷1349番地の２にある和名ケ谷クリーンセンター（以下、「現施設」という。）と高柳新田37

番地にあるクリーンセンター（以下、「旧施設」という。）で処理を行ってきた。しかし、施設の老

朽化に伴い令和２年３月に旧施設を稼働停止し、その後は、現施設のみで処理を行っており、処理

しきれない可燃ごみは、ごみ中継施設で積み替えを行い、近隣市等で処理している。 

なお、現施設は、平成24年度から平成26年度に基幹改良工事、平成30年度から令和元年度に強じ

ん化整備工事を行っているものの、稼働から28年経過し老朽化が進んでおり、現施設の稼働停止を

見据え、新たな処理体制の構築に向けた廃棄物焼却等施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）の

整備を進める必要がある。 

本市では、市域内で発生する一般廃棄物処理に関して、長期的・総合的視野に立った基本的な方

針を定めた「松戸市ごみ処理基本計画」を令和４年３月に策定しており、この中で、新たな施設整

備の基本的方向性についてとりまとめている。 

上記の内容を踏まえ、本事業では、今後、安定的かつ効率的な処理体制の構築に向け、旧施設の

敷地において、新たにエネルギー回収型廃棄物処理施設（以下、「本施設」という。）を整備するも

のであり、令和16年度の稼働開始を目指している。 
 

2-3 都市計画対象事業の内容 

2-3-1 都市計画対象事業の種類の細分 

廃棄物焼却等施設の設置 
 

2-3-2 都市計画対象事業が実施されるべき区域の位置 

都市計画対象事業が実施されるべき区域（以下、「都市計画対象事業実施区域」という。）は、図 

2-3-2-1(1)～(4)に示すとおり、松戸市東部に位置する。 

都市計画対象事業実施区域の大部分は、現状で都市計画決定区域に指定されている。現在、都市

計画対象事業実施区域西側の送電用鉄塔が設置されている範囲は、都市計画決定区域に指定されて

いない。そのため、本事業では、この区域を都市計画決定区域に含めるものとして、都市計画決定

区域の変更に係る手続きを併せて行うものである。また、都市計画対象事業実施区域の用途地域は、

現状で第一種住居地域に指定されているため、用途地域の変更に係る手続きを併せて行う。変更を

行う区域や用途地域の種類は今後検討し、より具体的な内容を環境影響評価準備書以降で整理する。 
 

所在地：千葉県松戸市高柳新田37番地他 

都市計画法における用途地域：第一種住居地域 

区域の面積：約36,000ｍ2（多目的広場含む）  
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図 2-3-2-1(1) 都市計画対象事業実施区域（案内図） 

  

都市計画対象事業実施区域 
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図 2-3-2-1(2) 都市計画対象事業実施区域（位置図）  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」
「取手」を使用したものである。 
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図 2-3-2-1(3) 都市計画対象事業実施区域（詳細図） 

  

この地図は松戸市発行の松戸都市計画基本図を使用したものである。 
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図 2-3-2-1(4) 都市計画対象事業実施区域（空中写真） 

  

この地図は GEOSPACE CDS プラスの空中写真を使用したものである。 
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2-3-3 都市計画対象事業の規模 

本施設は、可燃ごみ等を処理するエネルギー回収型廃棄物処理施設であり、施設規模は以下のと

おりである。 

○ エネルギー回収型廃棄物処理施設：402ｔ/日（134ｔ/日×３炉） 

 
2-3-4 その他都市計画対象事業の内容に関する事項 

土地利用計画 

本事業の土地利用計画は、表 2-3-4-1及び図 2-3-4-1に示すとおりとなっており、都市計画

対象事業実施区域の面積は約36,000ｍ2である。 

建築物等として工場棟、計量棟、洗車棟、管理棟を配置し、また、駐車場や緑地、構内道路

等を整備する計画である。 

本施設の作業動線、搬出入動線及び一般車両動線等の安全を十分に考慮した計画とし、作業

動線と見学者及び訪問者の動線をできる限り分離するものとする。 

現在、都市計画対象事業実施区域内には旧施設（多目的広場含む）が存在しており、旧施設

の解体後に本施設を建設する計画である。 

 
表 2-3-4-1 土地利用計画 

区分 面積（ｍ2） 構成比（％） 

建
築
物
等 

工場棟 約 5,500 15.3 

計量棟 約  200 0.6 

洗車棟 約  100 0.3 

管理棟 約  500 1.4 

その他建屋 約 2,700 7.5 

計 約 9,000 25.0 

駐車場 約 4,500 12.5 

緑地 約14,400 40.0 

そ
の
他 

雨水流出抑制施設 
約 1,050 

(水深 5m の貯留型) 
2.9 

特別高圧受変電設備 約  400 1.1 

構内道路 約 6,650 18.5 

計 約 8,100 22.5 

合計（敷地全体） 約36,000 100.0 

注）構成比は、敷地全体に対する比率を記載している。また、小数点以下第２位を四捨五入し
ているため、合計値が合わない場合がある。 
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図 2-3-4-1 土地利用計画 

―：都市計画対象事業実施区域 
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ごみ処理施設の概要 

（１）対象ごみの種類 

本施設における処理対象物は表 2-3-4-2に、計画処理量は表 2-3-4-3に示すとおりである。 

本施設では、主に可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ、日暮クリーンセンター（松

戸市五香西５丁目14番地の１）及びリサイクルセンター（松戸市七右衛門新田316の４）からの

可燃残さ（以下、「残さ等」という。）、災害廃棄物を処理する計画である。施設整備目標年度（令

和16年度）における計画処理量は、「松戸市ごみ処理基本計画」（令和４年３月）を基に推計し

た107,855t/年とする。 

また、計画ごみ質は、表 2-3-4-4に示すとおりである。計画ごみ質は、過去10年間における

ごみ質調査結果（現施設及び旧施設）を基に解析し項目毎に設定した。 

 

※日暮クリーンセンターは、主にリサイクルするプラスチック、その他のプラスチックなどのごみを処理、リサイ

クルセンターは、主に不燃ごみ、有害などのごみ、粗大ごみを処理している。 

 
表 2-3-4-2 本施設における処理対象物 

施設 処理対象物 
エネルギー回収型 
廃棄物処理施設 可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ、残さ等、災害廃棄物 

 
表 2-3-4-3 計画処理量 

区分 単位 計画処理量 

①可燃ごみ t/年 93,372 

②その他のプラスチックなどのごみ t/年 6,656 

③残さ等 t/年 3,000 

④減量効果 t ▲ 4,800 

⑤平時の処理対象ごみ量（①+②+③-④） t/年 98,229 

⑥災害廃棄物 t/年 9,626 

合計（⑤+⑥） t/年 107,855 

注 1）減量効果は、施設整備目標年度（令和 16 年度）までにおける累計値を示す。 

注 2）災害廃棄物の処理量は、減量効果を見込んだ可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ、残さ等の合

計の 9.8%(※)とした。 ※:平成 30 年度以降に DBO/PFI で発注されたエネルギー回収型廃棄物処理施設

における各施設規模（焼却方式及びガス化溶融方式）に対する災害廃棄物の規模相当処理量（災害分の

施設規模／災害分を含む施設規模）の割合 

注 3）平時の処理対象ごみ量は、小数点以下の処理の関係から、各ごみ区分の合計値と合わない場合がある。 

 
表 2-3-4-4 計画ごみ質 

項目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 
kJ/kg 7,000 10,600 14,300 

Kcal/kg 1,700 2,500 3,400 

三
成
分 

水分 ％ 51.5 42.0 32.5 

灰分 ％ 14.3 12.1 9.9 

可燃分 ％ 34.2 45.9 57.6 

単位体積重量 kg/m3 183 169 155 
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（２）処理方式等 

本施設の処理方式は、焼却方式またはガス化溶融方式を基本とし、今後、新焼却施設処理方

式等検討会を設置し、検討を行う計画である。処理方式及び炉形式は、令和６年度中に決定す

る計画としており、環境影響評価準備書以降で整理する。 

 

用水の種類 

本事業における用水は生活用とプラント用ともに水道水を使用する。ただし、非常時は地下水

を使用する場合がある。 

 

2-3-5 都市計画対象事業と密接に関連し一体的に行われる事業 

本事業と密接に関連し一体的に行われる事業はない。 

 

2-3-6 都市計画対象事業の内容でその変更により環境影響が変化するもの 

ごみ処理基本計画 

「松戸市ごみ処理基本計画」（令和４年３月）では、市域内で発生する一般廃棄物（ごみ）処理

に関して、長期的・総合的視点に立った基本的な方針を定め、ごみの適正処理、減量、資源化等

を促進し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とし、以下に示すとおり目指すべ

き将来像や基本方針を定めている。また、計画年度は令和４（2022）年度から令和13（2031）年

度の10年間としている。 

 

（１）目指すべき将来像 

本市では『資源の消費を抑制しつつ、廃棄物の減量・再利用・再生利用に積極的に取り組む

持続可能な社会（資源循環型社会）』を目指すべき将来像として掲げ、以下に示すとおり基本方

針を定めている。 

 

（２）基本方針 

目指すべき将来像である資源循環型社会の形成に向けた廃棄物処理のあり方として、ごみの

発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の順序で3Rに取り組む。そのうえ

で、ごみの焼却にあたっては、熱利用や発電等、エネルギーの有効活用に取り組む。中間処理

を経て、最終処分せざるを得ない焼却灰や残さについては、環境負荷の低減に努めながら、生

活環境の保全上支障が生じないよう適正に処分することとする。 

また、市民・事業者・市それぞれが果たすべき役割として、市民には排出者としての責任を

自覚し、ライフスタイルの見直しを行うことが求められる。事業者には排出者責任や拡大生産

者責任を踏まえて、環境に配慮した事業活動を行うことが求められる。市には情報提供や啓発

活動を通じて、市民・事業者の取り組みを促進するとともに、ごみの適正な処分を行うことが

求められる。 

これらを踏まえて、次のように基本方針を定める。 
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【基本方針１】発生抑制（Reduce）の推進 

一人一人が廃棄物の発生抑制について意識して行動する必要があり、正しい行動を選択す

るために、市民や事業者に向けた情報提供や各種啓発活動を行う。 

 

【基本方針２】再使用（Reuse）の推進 

使えるものは再使用し、ごみにならないようにする取り組みを推進する。 

 

【基本方針３】再生利用（Recycle）の推進 

資源になるごみの分別を徹底することで、ごみの再生利用を推進する。 

 
【基本方針４】適正排出と効率的な収集体制の維持 

資源化の推進、市民の利便性、適正処理の確保に加えて収集コスト等も考慮し、効率的な

収集体制を維持する。 

 

【基本方針５】安定した処理体制の維持 

法令等の基準を遵守して運転管理や環境保全対策を行うことはもちろん、可能な限りリサ

イクルや熱回収をし、最終処分量削減等、環境負荷の低減に努める。 

 

【基本方針６】個別の課題への適正な対応 

個別の課題については廃棄物処理法その他関係法令を遵守し、適正に対応する。 

 
ごみ処理の流れ及び処理状況 

（１）ごみ処理の流れ 

現在及び本施設稼働後のごみ処理の体制は、それぞれ図 2-3-6-1(1)、(2)に示すとおりであ

る。 

現在、本市では、可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ及び残さ等を現施設で焼却処

理し、発生する焼却灰等を民間事業者で資源化等している。また、令和２年３月に旧施設を稼

働停止後、現施設で処理しきれない可燃ごみは、ごみ中継施設で積み替えを行い、近隣市等で

処理している。 

リサイクルするプラスチック、その他のプラスチックなどのごみは、主に日暮クリーンセン

ターで処理し、民間事業者で資源化等している。 

不燃ごみ、有害などのごみ、粗大ごみは、リサイクルセンターで処理し、民間事業者で資源

化又は市の最終処分場で埋立処分している。 

資源ごみ及びペットボトルは、民間事業者で資源化している。 
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単位：t  

図 2-3-6-1(1) ごみ処理体制（現状：令和４年度実績） 
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本施設稼働後は、ごみ中継施設を廃止し、市内で生じるすべての可燃ごみを本施設で処理し、

発生する焼却灰等を民間事業者で資源化等する計画である。その他のごみは、主に現状と同様

の処理体制である。 

 
単位：t  

図 2-3-6-1(2) ごみ処理体制（本施設稼働後） 
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（２）ごみ処理状況 

ごみ排出量の推計値は、表 2-3-6-1及び図 2-3-6-2に示すとおりである。 

 

表 2-3-6-1 ごみ排出量の推計値 
位：t/年 

項目 
年度 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

焼却 
処理量 

106,934 106,849 106,242 105,938 105,586 105,540 104,954 104,664 104,353 104,298 103,694 103,367 103,029 

燃やせ
るごみ 

96,709 96,644 96,097 95,835 95,529 95,511 94,992 94,748 94,487 94,464 93,931 93,657 93,372 

その他
プラス
チック 

7,225 7,205 7,145 7,103 7,056 7,029 6,963 6,916 6,866 6,833 6,763 6,710 6,656 

残さ等 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

注1）「松戸市ごみ処理基本計画」（令和４年３月）を基に推計した値を示す。 

注2）ごみの減量効果を見込んでいない数値を示す。 

注3）焼却処理量は、小数点以下の処理の関係から、各ごみ区分の合計値と合わない場合がある。 
 

 
注1）「松戸市ごみ処理基本計画」（令和４年３月）を基に推計した値を示す。 

注2）ごみの減量効果を見込んでいない数値を示す。 

図 2-3-6-2 ごみ排出量の推計値 
 
（３）施設規模の算定 

施設規模の算定方法は表 2-3-6-2に示すとおりである。 

 
表 2-3-6-2 施設規模の算定 

項目 単位 数量 備考 

計画 

処理量 

①可燃ごみ ｔ/年 93,372 ごみ処理基本計画を基に推計(R16 年度) 

②その他のプラスチックなどのごみ ｔ/年 6,656 ごみ処理基本計画を基に推計(R16 年度) 

③残さ等 ｔ/年 3,000 ごみ処理基本計画を基に推計(R16 年度) 

④減量効果 ｔ 4,800 ごみ処理基本計画を基に設定 

⑤平時の処理対象ごみ量 ｔ/年 98,229 ごみ処理基本計画を基に設定 

⑥計画年間日平均処理量 ｔ/日 269.1 ⑥＝⑤÷365 日 

⑦実稼働率（280 日稼働） － 0.767 280 日/365 日 

⑧調整稼働率 － 0.96 （注 1） 

⑨施設規模 ｔ/日 366 ⑨＝⑥÷⑦÷⑧ (小数点以下繰上げ) 

⑩災害廃棄物 ｔ/日 36 ⑩＝⑨×9.8%(注 2) (小数点以下繰下げ) 

⑪災害廃棄物量を見込んだ施設規模 ｔ/日 402 ⑪＝⑨＋⑩ 

注 1）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（平成 29 年５月 公益社団法人 全国都市清掃会議）。 

注 2）平成 30 年度以降に DBO/PFI で発注されたエネルギー回収型廃棄物処理施設における各施設規模（焼却方式及びガ

ス化溶融方式）に対する災害廃棄物の規模相当処理量（災害分の施設規模／災害分を含む施設規模）の割合。 

注 3）平時の処理対象ごみ量は、小数点以下の処理の関係から、各計画処理量等の合計値と合わない場合がある。 

106,934 106,849
106,242 105,938 105,586 105,540

104,954 104,664 104,353 104,298
103,694 103,367 103,029

100,000

101,000

102,000

103,000

104,000

105,000

106,000

107,000

108,000

109,000

110,000

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（ｔ/年）

（年度）
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建築計画 

建築計画等の概要は表 2-3-6-3に示すとおりである。今後、建築計画の検討を進め、より具体

的な内容を準備書において明らかにする。 

都市計画対象事業実施区域は、航空法に基づき海上自衛隊下総航空基地における着陸帯の

GL+45ｍの高さ制限が生じる地域である。なお、都市計画対象事業実施区域のうち工場棟及び煙

突の建築予定地における地盤高は、周辺の地盤高よりも標高が約10ｍ低い。以上のことから、煙

突高さは、工場棟及び煙突の建築予定地を基準としてGL+55mを上限とする。 

また、構造物については、地震発生時に本施設が倒壊や部分倒壊しないよう、強じん化による

耐震安全性を考慮した施設計画を基本とする。 

 
表 2-3-6-3 建築計画の概要 

項目 建築面積（ｍ2） 備考 

建
築
物
等 

工場棟 約 5,500 

想定される建築面積 

計量棟 約  200 

洗車棟 約  100 

管理棟 約  500 

その他建屋 約 2,700 

煙突 － 煙突高さGL+55ｍ 

 
土木計画 

本施設における土木計画は、造成計画、雨水集排水計画及び緑化計画に関し、次に示す内容を

基本とするが、詳細は今後検討し、準備書以降で整理する。 

 

（１）造成計画 

施設配置に伴い掘削が発生する場合、掘削土は、場外搬出を基本とするが可能な限り敷地内

で使用することに努める。なお、場外に搬出する際は、関係法令を遵守するとともに、土壌の

性状等を考慮し、飛散防止に適切な措置を講じる。 

 

（２）雨水流出抑制施設 

都市計画対象事業実施区域は約3.6haと広範囲であることから、雨水を効率的に排水できる

ルートを基本とする。 

 

（３）緑地計画 

緑地は、都市計画対象事業実施区域内にある多目的広場を一部活用していく等、「供給処理

施設の都市計画に関する手引き」を踏まえ40%以上とすることを基本とする。 
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処理方式の概要及び処理フロー 

（１）ごみ焼却方式 

  ① 処理方式の概要 

ごみ焼却方式の概要は、表 2-3-6-4に示すとおりである。ごみ焼却方式は、ストーカ式焼

却炉または流動床式焼却炉を候補とする。 

 
表 2-3-6-4 処理方式の概要（ごみ焼却方式） 

項目 ストーカ式焼却炉 流動床式焼却炉 

概念図 

（並行揺動式） 

 

 

 

 

 

 

 

（階段式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

ストーカ式焼却炉は、燃焼に先立ちごみの十

分な乾燥を行う乾燥帯、乾燥したごみが乾留さ

れながら炎を発し、高温下で活発な酸化反応が

進む燃焼帯、焼却灰中の未燃分の燃え切りを図

る後燃焼帯から構成される。 

ストーカの種類は多数あり、それぞれ独特の

構造を持つ。ごみの発熱量が低い場合は、ごみ

を乾燥させ、乾燥ごみを燃焼しやすいように砕

き、燃焼時の吹き抜けを防止する燃焼効率の高

いストーカで、乾燥・燃焼・後燃焼部分を明確

に区別したストーカが多く採用された。ごみの

発熱量が高くなると、自動制御性を向上させる

ためにごみ供給フィーダを備え、ごみの乾燥部

分は減少し、燃焼と後燃焼を一体として撹拌能

力を抑えるストーカが多くなり、火格子の焼損

を防止する機能を重視するようになった。 

流動床式焼却炉は、定常状態において、灼熱

状態にあるけい砂等の流動媒体の撹拌と保有

熱によって、ごみの乾燥・ガス化・燃焼の過程

を短時間に行う特徴を有する。ごみは灼熱状態

にある流動媒体と活発に接触するため、水分を

多く含んだ低発熱量ごみを容易に処理するこ

とができ、また、プラスチックのような高発熱

量ごみに対しても媒体の流動によって、速やか

に炉床全域に熱を均一化できる。 

流動床式燃焼装置は、流動用押し込み空気に

より流動層を形成している高温流動媒体の中

で、ごみの乾燥・ガス化・燃焼を行うもので流

動層を保持する散気装置、炉底から不燃物を取

り出す不燃物抜出装置、取り出した流動媒体中

に混在する不燃物を選別する不燃物選別装置、

流動媒体を炉内に返送する流動媒体循環装置

から主に構成される。 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（平成 29 年５月 公益社団法人全国都市清掃会議） 
  

給じん装置 

乾燥ストーカ 

後燃焼ストーカ 

燃焼ストーカ 

固定火格子 

可動火格子 

投入ホッパ 

ごみ 

不燃物 

一次空気 

不燃物選別装置 

不燃物抜出装置 

ボイラ 

流動床 

二次空気 

二次燃焼室 

一次燃焼室 

散気管 
移動槽 
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  ② 主要設備及び処理フロー 

ごみ焼却方式（ストーカ式、流動床式）における主要設備の概要は表 2-3-6-5に示すとお

りである。また、処理フローは図 2-3-6-3に示すとおりである。 

 

表 2-3-6-5 主要設備の概要（ごみ焼却方式） 

設備 内容 

受入供給設備 受入・供給設備は、計量機、プラットホーム、投入扉、ごみピット、ごみクレー

ン等で構成することを基本とする。 

ごみピットは、1炉当たりの最大補修点検日数を考慮し、十分な容量を貯留でき

るものを基本とする。ごみピットの面積や深さは、今後、建築計画の検討を進

め、より具体的な内容を準備書において明らかにする。 

焼却設備 ごみホッパ、給じん装置、燃焼装置等で構成することを基本とする。計画ごみ質

のごみを連続して安定的に処理できるものを基本とする。 

燃焼ガス冷却設備 ごみ焼却後の燃焼ガスを排ガス処理装置が完全に、効率よく運転できる温度ま

で冷却する目的で設置するが、廃熱ボイラを設置し、エネルギー回収率の向上

に努めることを基本とする。 

排ガス処理設備 減温装置、集じん設備、塩化水素・硫黄酸化物除去設備、窒素酸化物除去設備、

ダイオキシン類除去設備等で構成することを基本とし、排出ガスの計画目標値

を遵守する。 

灰出し設備 焼却灰及び飛灰の処理を行い場外へ搬出する設備であるため、詰まりや腐食等

に対する対策、性状にあった構造・材質とすることを基本とする。 

通風設備 空気吸込口（ごみピット）、押込送風機、空気余熱器、通風ダクト、誘因送風機、

排ガスダクト、煙突等で構成することを基本とする。排ガスが通過する箇所は、

温度や性状等における腐食性や維持管理性等に優れた材質を選定することを基

本とする。煙突高さは、工場棟及び煙突の建築予定地を基準として GL+55m を上

限とする。 

余熱利用設備 ごみの処理に伴い発生する熱エネルギーは、発電やその他の余熱利用で活用す

ることとし、本施設内で熱や電気として使用するほか、周辺住民からの要望も

参考にしながら外部の余熱利用施設での使用も検討する。 
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出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領2017改訂版」（平成29年５月 公益社団法人全国都市清掃会議） 

図 2-3-6-3 処理フローの概要（ごみ焼却方式） 
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（２）ガス化溶融方式 

  ① 処理方式の概要 

ガス化溶融方式の概要は、表 2-3-6-6に示すとおりである。ガス化溶融方式は、シャフト

炉式、流動床式またはキルン式を候補とする。 

 
表 2-3-6-6(1) 処理方式の概要（ガス化溶融方式） 

項目 シャフト炉式 流動床式 

概念図 

（コークスベッド式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（竪型（下向流式）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

シャフト炉式ガス化溶融炉は、ガス化溶融炉

本体でごみを熱分解・ガス化から溶融までを一

気に行うため一体式と呼ばれている。 

炉の上部からごみとコークス、石灰石を装入

する。炉内は上部から乾燥・予熱帯、熱分解帯、

燃焼・溶融区に区分される。乾燥予熱帯では、

ごみが加熱され水分が蒸発する。熱分解帯では

有機物のガスが起こり、発生ガスは炉上部から

排出され、別置きの燃焼室で完全燃焼される。

ガス化した後の残さはコークスとともに燃焼・

溶融帯へ下降し、羽口から供給される空気によ

り高温で燃焼し、完全に溶融される。投入され

た石灰石の効果によって溶融物の塩基度が高

めになり溶融温度は約 1500℃と高くなるが溶

融物の粘度は低くなり出滓しやすくなる。スラ

グは水で急冷することにより砂状のスラグと

粒状のメタルになる。メタルは磁選機で分離回

収できる。 

シャフト炉式には、コークスベッド式、酸素

式、プラズマ式等がある。 

流動床式ガス化溶融炉は、熱分解・ガス化と

溶融を別の炉で行うため分離方式と呼ばれて

いる。 

流動床炉において流動空気を絞り部分燃焼

ガス化を行い発生した熱分解ガスとチャー等

を後段の旋回溶融炉で低空気比高温燃焼する

ことにより灰分を溶融しスラグとして回収す

るものである。流動床炉は流動砂の温度を 500

～600℃と比較的低温に維持し安定したガス化

を行わせる。溶融炉で低空気比高温燃焼を行う

ことによりダイオキシン類の生成を抑え、灰分

を高温で溶融しスラグとして回収する。 

流動床式には、竪型と横型がある。 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（平成 29 年５月 公益社団法人全国都市清掃会議） 

コークス・石灰石 

ごみ 始動バーナ 

排ガス 

溶融スラグ 

熱分解ガス 

とチャー 

フリーボード 
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表 2-3-6-6(2) 処理方式の概要（ガス化溶融方式） 

項目 キルン式 

概念図 

 

概要 

熱分解キルンに求められる機能は、ごみを熱分解ガスとチャーに分解することにより、次の

焼却溶融炉で効率よく完全燃焼させ、チャー中の灰分をスラグ化できるようにすることである。

このようにすることで、ごみ発熱量の変動を平準化し、ごみの中に含まれる鉄分及び非鉄分を

未酸化で回収することもできる。 
出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」（平成 29 年５月 公益社団法人全国都市清掃会議） 

  

ごみ 

加熱空気（低温） 
加熱空気（高温） 

熱分解ガス 

チャー 

熱分解残さ 

A―A 断面 

A 

A 
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  ② 主要設備及び処理フロー 

ガス化溶融方式（シャフト炉式、流動床式、キルン式）における主要設備の概要は表 2-3-

6-7に示すとおりである。また、処理フローは図 2-3-6-4に示すとおりである。 

 

表 2-3-6-7 主要設備の概要（ガス化溶融方式） 

設備 内容 

受入供給設備 受入・供給設備は、計量機、プラットホーム、投入扉、ごみピット、ごみクレー

ン等で構成することを基本とする。 

ごみピットは、1炉当たりの最大補修点検日数を考慮し、十分な容量を貯留でき

るものを基本とする。ごみピットの面積や深さは、今後、建築計画の検討を進

め、より具体的な内容を準備書において明らかにする。 

ガス化溶融設備 ごみホッパ、給じん装置、ガス化溶融炉、燃焼室等で構成することを基本とす

る。 

燃焼ガス冷却設備 ごみ焼却後の燃焼ガスを排ガス処理装置が完全に、効率よく運転できる温度ま

で冷却する目的で設置するが、廃熱ボイラを設置し、エネルギー回収率の向上

に努めることを基本とする。 

排ガス処理設備 減温装置、集じん設備、塩化水素・硫黄酸化物除去設備、窒素酸化物除去設備、

ダイオキシン類除去設備等で構成することを基本とし、排出ガスの計画目標値

を遵守する。 

スラグ・メタル処

理設備 

スラグは、冷却方式により水砕スラグ、空冷スラグ、徐冷スラグに分類されます

が、JIS 基準に適合するスラグを生成することを基本とする。 

また、スラグ貯留・搬出設備では、施設外に搬出するまでの間、一時貯留するこ

とから、耐熱性等について考慮し、溶融施設の運転条件や搬出先の条件を考慮

して設置する。 

通風設備 空気吸込口（ごみピット）、押込送風機、空気余熱器、通風ダクト、誘因送風機、

排ガスダクト、煙突等で構成することを基本とする。排ガスが通過する箇所は、

温度や性状等における腐食性や維持管理性等に優れた材質を選定することを基

本とする。煙突高さは、工場棟及び煙突の建築予定地を基準として GL+55m を上

限とする。 

余熱利用設備 ごみの処理に伴い発生する熱エネルギーは、発電やその他の余熱利用で活用す

ることとし、本施設内で熱や電気として使用するほか、周辺住民からの要望も

参考にしながら外部の余熱利用施設での使用も検討する。 
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出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領2017改訂版」（平成29年５月 公益社団法人全国都市清掃会議） 

図 2-3-6-4 処理フローの概要（ガス化溶融方式） 
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公害防止計画 

（１）公害防止基準値の設定 

  ① 排出ガス基準値 

排出ガス諸元は表 2-3-6-8に、排出ガス基準値は表 2-3-6-9に示すとおりである。なお、

排出ガス量は、想定されるすべての処理方式のうち、最大の排出ガス量であるガス化溶融炉

（シャフト式）を想定して記載した。 

また、自主基準値及びそれに基づく汚染物質濃度は、本施設の値が確定していないことか

ら主に現施設の値を示す。ダイオキシン類及び水銀は、法の施行及び改正に伴って、現施設

よりも厳しい基準値となることから、各法の値を準拠する。なお、自主基準値は、いずれの

処理方式を選定しても、排出ガス処理を適切に行うことで、大気汚染物質を可能な限り低減

することに努め、現施設の値と同じか、より厳しい値に設定する。 

 
表 2-3-6-8 排出ガス諸元 

項目 諸元 

排出ガス量注1）  

（一炉あたり） 

乾きガス量 46,000ｍ3
N/時 

湿りガス量 54,000ｍ3
N/時 

排出ガス温度 160℃ 

汚染物質濃度注2）

（最大量） 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N 

塩化水素 10ppm 

硫黄酸化物 10ppm 

窒素酸化物 50ppm 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/ｍ3
N 

水銀 30μg/ｍ3
N 

排出ガス吐出速度（最大） 30ｍ/秒 

煙突高（上限） 55ｍ 

運転時間 24時間連続運転 

注１）排出ガス量は、高質ごみの値である。また、排出ガス量は、想定されるすべての処理方式の

うち、最大の排出ガス量であるガス化溶融炉（シャフト式）の高質ごみを想定した。 

注２）汚染物質濃度は、酸素濃度（Ｏ２）12％換算値である。 

 
表 2-3-6-9 排出ガス基準値 

項目 自主基準値 法規制値 適用される法令等 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N 0.04g/ｍ3

N 

大気汚染防止法 
塩化水素 10ppm 

700 ㎎/ｍ3
N 

（430ppm） 

硫黄酸化物 10ppm Ｋ値 1.75 

窒素酸化物 50ppm 250ppm 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/ｍ3
N 0.1ng-TEQ/ｍ3

N 
ダイオキシン類 

対策特別措置法 

水銀 30μg/ｍ3
N 30μg/ｍ3

 N 大気汚染防止法 

注１）汚染物質濃度は、酸素濃度（Ｏ２）12％換算値である。 

注２）硫黄酸化物及び窒素酸化物については、総量規制が適用される。 

注３）ダイオキシン類は、ダイオキシン類特別対策措置法の施行（平成12年１月15日）に伴い、本施設か

ら0.1ng-TEQ/ｍ3
Nが適用されることから、これを準拠する値とする。 

注４）水銀は、大気汚染防止法の改正（平成30年４月１日）に伴い、本施設から30μg/ｍ3
Nが適用されるこ

とから、これを準拠する値とする。 
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  ② 排水基準値 

本施設から排出されるプラント排水は、排水処理設備にて処理後、松戸市下水道放流基準

に適合した処理水を下水道放流または施設内で再利用する。また、生活排水についても下水

道放流する計画であり、公共用水域への排水は行わないことから、プラント排水及び生活排

水に係る排水基準は設定しない。 

 
  ③ 騒音基準値 

騒音基準値は、旧施設における和解条項（周辺住民との基準値等に係る取決め）に基づき、

敷地境界線において、表 2-3-6-10に示す基準値を設定する。なお、参考として、騒音規制法

及び松戸市公害防止条例（第1種住居地域）の基準値も示す。 

 
表 2-3-6-10 騒音基準値 

項目 
旧施設における 
和解条項 基準値 

法及び条例 
基準値 

昼間 午前８時から午後７時まで 50デシベル 55デシベル 

朝・夕 
午前６時から午前８時まで 

45デシベル 50デシベル 
午後７時から午後10時まで 

夜間 午後10時から翌日の午前６時まで 40デシベル 45デシベル 

 
  ④ 振動基準値 

振動基準値は、振動規制法、松戸市公害防止条例（第1種住居地域）及び和解条項に基づき、

敷地境界線において、表 2-3-6-11に示す基準値を設定する。 

 
表 2-3-6-11 振動基準値 

項目 基準値 
昼間 午前８時から午後７時まで 60デシベル 

夜間 午後７時から翌日の午前８時まで 55デシベル 

 
  ⑤ 悪臭基準値 

悪臭基準値は、悪臭防止法に基づき、表 2-3-6-12に示す基準値を設定する。 

 
表 2-3-6-12 悪臭基準値 

項目 基準値 

臭気指数 

敷地境界線 12 

排出口 

上記に定める規制基準を基礎として、
「悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府
令第39号）」第6条の2に定める方法によ
り算出した臭気排出強度又は排出気体
の臭気指数を許容限度とする。 
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（２）公害防止対策 

  ① 工事中の公害防止対策 

工事中の公害防止対策は、いずれの処理方式を選定しても、共通の対策として、以下を実

施する。 

   ア．大気汚染対策 

・建設機械は、可能な限り最新の排出ガス対策型建設機械を使用する。 

・工事用車両は、可能な限り最新排出ガス規制適合車を使用する。 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行い、一般車両の多い通

勤時間帯などを避けるように努める。 

・建設機械及び工事用車両は、整備、点検を徹底したうえ、不要なアイドリングや空ぶ

かし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等を実施する。 

 
   イ．粉じん対策 

・建設機械の稼働等による砂の巻き上げや土砂等の飛散を防止するため、適宜散水を行

う。 

・施工区域をフェンス等により仮囲いする。 

・場内に掘削土等を仮置きする場合は、必要に応じてシートなどで養生する。 

・工事用車両は、タイヤ等の洗浄を行った後に退出する。 

 
   ウ．騒音・振動対策 

・建設機械は、可能な限り低騒音・低振動型建設機械を使用する。 

・建設機械及び工事用車両は、整備、点検を徹底したうえ、不要なアイドリングや空ぶ

かし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等を実施する。 

・発生騒音・振動が極力少なくなる施工方法や手順を十分に検討し、集中稼働を避け、

効率的な稼働に努める。 

・都市計画対象事業実施区域の周辺の可能な範囲に仮囲いを設置する。 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行い、一般車両の多い通

勤時間帯などを避けるように努める。 

 

   エ．濁水及びアルカリ排水対策 

・工事中における雨水による濁水を防止するため、敷地内全ての雨水を仮設沈砂池に集

水し、濁水処理及び中和処理をしたうえで公共用水域へ放流する。 

 

   オ．土壌汚染対策 

・土地の形質の変更に伴う土壌汚染対策法に基づく調査を着工前に実施する。 

・汚染があった場合、汚染土等を場外に搬出する際には、関係法令を遵守するととも

に、土壌の性状等を考慮し、汚染土の飛散防止に適切な措置を講じる。 
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   カ．廃棄物等対策 

・工事中における廃棄物の最終処分量を抑制するため、資源化等の実施が容易となる施

工方法の工夫や資材の選択等に努める。 

・工事中の廃棄物の排出量を抑制するため、廃棄物の分別排出を徹底し資源化を実施し、

資源化等が困難な廃棄物については適正に処理する。 

 
  ② 本施設稼働時の公害防止対策 

本施設稼働時の公害防止対策は、いずれの処理方式を選定しても、共通の対策として、以

下を実施する。 

   ア．大気汚染対策 

   （ア）排出ガス処理対策 

排出ガス処理対策は、表 2-3-6-13に示すとおりである。 

なお、ごみの処理においては、ごみ質の均一化を図り適正負荷により安定した燃焼を維

持することで排出ガス中の大気汚染物質の低減に努める。 

 
表 2-3-6-13 排出ガス処理対策 

物質 対策内容 

ばいじん ろ過式集じん器により除去する。 

塩化水素、硫黄酸化物 湿式法により除去する。 

窒素酸化物 炉内で燃焼条件を整えることにより発生量を抑制する燃焼制御法のほか、

NOx を還元して除去する乾式法などにより除去する。 

ダイオキシン類 完全燃焼することにより大部分を抑制するとともに、ばいじんの除去と同

様、ろ過式集じん器等で除去する乾式吸着法のほか、分解法（触媒分解）等

により除去する。 

水銀 集じん過程の温度域（200℃）では、主にガス相として存在しているため、

ダイオキシン類除去設備である低温ろ過式集じん器や活性炭・活性コーク

ス吹込ろ過式集じん器などの設置により除去する。 

 
   （イ）モニタリング計画 

施設の運転に係る表 2-3-6-14に示す項目について、モニタリングを行う計画である。 

その他、大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に基づき、定期的に排ガス

濃度の測定を行う。 

 

表 2-3-6-14 モニタリング計画 

項目 位置 

燃焼ガス温度 炉内等 

集じん器入口排出ガス温度 集じん器入口 

ばいじん量、塩化水素濃度、硫黄酸化物濃度、 

窒素酸化物濃度、一酸化炭素濃度、水銀濃度 
煙突出口 
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   イ．水質汚濁防止計画 

本事業の排水処理計画の概要及び排水処理フローは、表 2-3-6-15及び図 2-3-6-5に示

すとおりである。プラント排水、洗車排水及びごみピット汚水は集水し、排水処理を行っ

た後、松戸市下水道放流基準に適合した処理水を下水道放流または場内で再利用する。生

活排水は下水道放流する。敷地内に降った雨水は、一部を再利用水として利用するほかは、

側溝、雨水ますを設け、公共用水域へ放流する。 

 
表 2-3-6-15 排水処理計画の概要 

項目 内容 
プラント排水・洗車

排水 排水処理後、下水道放流または再利用 

ごみピット汚水 排水処理後、下水道放流または再利用 
生活排水 下水道放流 
雨水排水 公共用水域へ放流（雨水の一部を再利用水として利用） 

 

 
図 2-3-6-5 排水処理フロー 

＜上水＞ 

プラント排水 
 

下水道または再利用 排水処理 

排水処理 

【プラント排水及び洗車排水】

 

【ごみピット汚水】 
 

【生活排水】

 

【雨水排水】

 

＜上水＞ 
各施設 

＜トイレ、厨房、浴室等＞ 
 

雨水ます、側溝 ＜雨水＞ 

(再利用水) 

 
下水道 

＜ごみピット＞ 

洗車排水 排水処理 
 

下水道または再利用 

一部、再利用 
（緑地散水等） 

公共用水域 

へ放流 

 
下水道または再利用 
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   ウ．騒音・振動防止計画 

   （ア）騒音・振動発生機器 

本事業において想定される騒音・振動発生機器としては、誘引通風機・押込送風機等の

送風機、空気圧縮機、蒸気復水器等がある。 

 

   （イ）防止対策 

本事業における騒音・振動対策は、以下のとおりである。 

【騒音対策】 

・設備機器類については、低騒音型機器の採用に努める。 

・設備機器類は建屋内への配置を基本とし、騒音の低減に努める。 

・外部への騒音の漏洩を防ぐため工場棟出入口を可能な限り閉鎖する。 

・騒音の大きな設備機器類については、内側に吸音処理を施した独立部屋に収納する。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

【超低周波音対策】 

・設備機器類については、低騒音型機器の採用に努める。 

・低周波音の伝搬を防止するために、処理設備は壁面からの二次的な低周波音が発生し

ないよう配慮する。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

【振動対策】 

・振動の著しい設備機器類は、基礎構造を強固にする。 

・振動の著しい設備機器類は、必要に応じて基礎部への防振ゴム設置等の防振対策を施

す。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

 
   エ．悪臭防止計画 

ごみの貯留及び処理に伴う悪臭防止対策は、以下のとおりである。 

・廃棄物の保管場所、処理設備等は建屋内への配置を基本とし、搬入や荷下ろし等の作

業を屋内で行うことで、臭気の拡散を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口扉は、常時開放しない運営とし、

外気の通り抜けによる臭気の漏洩を防止する。 

・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部への臭気の漏洩

を防止する。また、ごみピット、プラットホームの空気を燃焼用空気として炉内に吹

き込むことで、燃焼による臭気成分の分解を行う。 

・休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、ピット内の空気を脱臭装

置により吸引し脱臭を行う。また、ごみピット、プラットホームには、休炉時など必

要に応じて消臭剤を噴霧する。 

・プラットホームの洗浄を適宜行う。 
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   オ．土壌汚染防止計画 

   （ア）廃棄物受け入れ体制 

廃棄物の受入れ場所は、建屋内に設置するコンクリート構造のごみピットとする。また、

ごみ汚水が土壌中へ浸透・流出しない構造とする。 

   （イ）灰搬出体制 

ごみ焼却方式について、焼却灰は、冷却を行った後、焼却灰ピットに貯留する。また、

飛灰は飛灰処理設備において、飛灰中に含まれる重金属等が溶出しないように安定化処理

する。なお、これらの設備は全て建屋内に設置する。 

ガス化溶融方式について、溶融飛灰は飛灰処理設備において、飛灰中に含まれる重金属

等が溶出しないように安定化処理する。なお、これらの設備は建屋内に設置する。 

焼却灰及び飛灰（溶融飛灰含む）の搬出車両は、灰が飛散して土壌汚染の原因とならな

いような措置を講じる計画である。 

 
環境保全計画 

（１）緑化計画 

緑地は、都市計画対象事業実施区域内にある多目的広場を一部活用していく等、「供給処理

施設の都市計画に関する手引き」（昭和56年3月 千葉県都市部計画課・社団法人日本都市計画

学会）を踏まえ40%以上とすることを基本とする。 

 
（２）景観計画 

本施設の工場棟や煙突等は、松戸市景観計画等に準拠し、各建屋のデザインを統一するなど、

周辺環境に調和した施設を計画する。 

 
（３）余熱利用計画 

ごみの処理に伴い発生する熱エネルギーは、発電やその他の余熱利用で活用することとし、

本施設内で熱や電気として使用するほか、周辺住民からの要望も参考にしながら外部の余熱利

用施設での使用も検討する。 

 
（４）温室効果ガス削減計画 

温室効果ガスの削減については、上記の余熱利用計画のほか、本施設の設備機器、管理棟等

の照明や空調設備等は、省エネルギー型の採用に努める。また、本施設の屋根及び駐車場への

太陽光発電設備を最大限導入することに努めるとともに、市有又は委託業者の収集車両の電動

化が段階的に進むよう運用の枠組みを検討する。 

なお、排出される二酸化炭素の分離・吸収技術については、設計時に社会実装されている最

新技術の導入に努める。 
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（５）廃棄物受入計画 

計画施設への廃棄物運搬車両の受入時間等は、表 2-3-6-16に示すとおりである。原則とし

て日曜日は廃棄物の受入れを行わない。 

 
表 2-3-6-16 廃棄物受入計画の概要 

項目 内容 

受入時間 月曜日～土曜日： ８時30分～16時30分 

施設の稼働時間 24時間連続運転 

 
（６）防災対策 

計画施設は、建築基準法、消防法及び労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、さ

らに、地震等の災害時も安全に稼働できる施設とする。 

  ① 地震、風水害、火災、落雷等の災害対策は、関係法令を遵守し、設備の機能、特性、運転

条件、周辺条件等を勘案し、全体として均衡のとれたものとする。 

  ② 主要設備・機器の重要度や危険度等を十分考慮し、建築本体への影響を配慮した耐震設計

とする。 

  ③ 縦方向に長尺の配管等は、プラント各階ごと、または主要部位ごとに伸縮継手を設け、地

震時に破損しない構造とする。 

  ④ 計画施設は、さまざまな危険が考えられるため、計装設備及び補機類もその重要度や危険

度に応じて適切な耐震・防災設計を考慮する。 

  ⑤ 中央操作室及び必要箇所には、プラント非常停止ボタンを設置する。 

  ⑥ 耐震対策 

・各種機器は、地震による破損等が生じない強度を有するものとする。 

・各設備の機器の接合部は、地震による揺れにより破断が生じない構造とする。 

・感震装置で地震を感知し、一定規模以上の地震に対して自動的かつ安全に装置を停止し、

機器の損傷による二次災害を防止する自動停止システムを設置する。 

・ごみの供給を含め、災害発生時に各設備を緊急かつ安全に停止する、緊急停止システム及

びインターロックシステムを十分検討して設計を行う。 

  ⑦ 災害時の復旧 

大震災等の災害時には、次のフローのとおり復旧を行う計画とする。また、電気が不通と

なった場合に備え、必要な容量を持つ非常用発電機を設ける。 

なお、通常稼働後は、非常用発電機は停止し、自立運転するものとする。 

大地震 → 自動停止 → 点検 → 異常なし → 非常用発電機稼働 → 通常稼働 
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収集計画 

（１）計画処理区域 

計画処理区域は、松戸市の全域とする。 

 

（２）廃棄物運搬車両台数 

本施設への搬出入を行う廃棄物運搬車両台数は、表 2-3-6-17に示す台数を想定している。 

 
表 2-3-6-17 廃棄物運搬車両台数（片道台数） 

単位：台/日        

区分 大型車 小型車 

搬入車両 

可燃ごみ 229 13 

その他のプラスチックなどのごみ 40 3 

残さ等 10 0 

搬出車両 焼却灰等 6 0 

合計 285 16 

注）現施設及び旧施設における平成30年度の搬入車両台数実績を踏まえて設定した。な

お、施設の運営管理者に関する通勤車両等は含まれない。 

 
（３）搬出入ルート 

搬出入ルートは、図 2-3-6-6に示すとおり、松戸鎌ケ谷線を利用して都市計画対象事業実施

区域内へ出入りする計画である。 
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図 2-3-6-6 搬出入ルート  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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工事計画 

（１）工事工程 

本事業の工事工程は、表 2-3-6-18に示すとおりである。 

旧施設の解体工事を令和９年度から行い、本施設の建設工事を令和11年度から令和15年度ま

での５ヵ年を予定しており、令和16年度に供用開始とする計画である。 

 
表 2-3-6-18 工事工程表 

工事項目 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度 

解体工事 

実施設計 
        

旧施設 

解体工事 
        

建設工事 

実施設計 
        

本施設 

建設工事 
        

試運転         

供用開始   

 

     

 
（２）工事用車両ルート 

工事用車両は、ごみの主な搬出入ルートと同様とし、図 2-3-6-6に示すとおり、松戸鎌ケ谷

線を利用して都市計画対象事業実施区域内へ出入りする計画である。 
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【参考】 

本施設、現施設及び旧施設の概要は、表 2-3-6-19に示すとおりである。 

 
表 2-3-6-19 本施設、現施設及び旧施設の概要 

項目 本施設 現施設 旧施設 

名称 未定 
和名ケ谷クリーン

センター 

クリーンセンター 

所在地 
松戸市高柳新田 37

番地 

松 戸 市 和 名 ヶ 谷

1349 番地の２ 

松戸市高柳新田 37

番地 

敷地面積 約 36,000ｍ2 約 24,600ｍ2 約 35,700ｍ2 

焼
却
施
設 

処理方式 未定 
焼却方式 

（ストーカ式） 

焼却方式 

（ストーカ式） 

処理能力 
402t/日 

（134t・日×３炉） 

300t/日 

（100t・日×３炉） 

200t/日 

（100t・日×２炉） 

煙突高さ 55ｍ 125ｍ 55ｍ 

公
害
防
止
条
件 

排出ガス 
注 1） 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N 0.01g/ｍ3

N 0.029g/ｍ3
N 

塩化水素 10ppm 10ppm 20ppm 

硫黄酸化物 10ppm 10ppm 25ppm 

窒素酸化物 50ppm 50ppm 150ppm 

ダイオキシン類注 2） 0.1ng-TEQ/ｍ3
N 0.5ng-TEQ/ｍ3

N 1ng-TEQ/ｍ3
N 

水銀注 3） 30μg/ｍ3
N 50μg/ｍ3

N 50μg/ｍ3
N 

騒音 

朝 45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

昼間 50 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 

夕 45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

夜間 40 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

振動 
昼間 60 デシベル 60 デシベル 60 デシベル 

夜間 55 デシベル 55 デシベル 55 デシベル 

悪臭 

(臭気指数) 

敷地境界 12 12 12 

排出口 

上記に定める規制基準を基礎として、「悪臭防止法施行規則（昭和

47 年総理府令第 39 号）」第 6 条の 2 に定める方法により算出した

臭気排出強度又は排出気体の臭気指数を許容限度とする。 

注 1）本施設の公害防止条件は、値が確定していないことから主に現施設または旧施設の値を示す。また、排出ガス

は、いずれの処理方式を選定しても、排出ガス処理を適切に行うことで、大気汚染物質を可能な限り低減するこ

とに努めることを踏まえて適切に設定する。 

注 2）ダイオキシン類は、ダイオキシン類特別対策措置法の施行（平成 12 年１月 15 日）に伴い、本施設から 0.1ng-

TEQ/ｍ3
Nが適用されることから、これを準拠する値とする。 

注 3）水銀は、大気汚染防止法の改正（平成 30 年４月１日）に伴い、本施設から 30μg/ｍ3
Nが適用されることから、こ

れを準拠する値とする。 
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第3章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

都市計画対象事業実施区域及びその周辺の概況については、主に既存資料による調査結果を記載

した。 

 

表3－1(1) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項目 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

大気質 都市計画対象事業実施区域周辺（半径約３㎞の範囲内）に、一般環境大気測定

局（２地点）、自動車排出ガス測定局（現在休止中：１地点）、ダイオキシン類測

定地点（１地点）が存在する。令和３年度における測定結果は、光化学オキシダ

ントを除くすべての項目おいて、環境基準を満足している。 

気象 船橋観測所（都市計画対象事業実施区域南東側約11.4km）では過去10年間にお

いて、年間降水量は1,510.0mm、年間平均気温は15.8℃、年間平均風速は1.9ｍ/

秒となっている。また、松戸五香測定局（都市計画対象事業実施区域南西側約

2.7km）では北北西の風が多く、平均風速は2.4ｍ/秒となっている。 

水質 都市計画対象事業実施区域周辺では、７地点で公共用水域の水質測定が行われ

ている。令和３年度における各地点の測定結果は、一部の項目が環境基準を超過

しているものの、概ね環境基準に適合している。 

また、都市計画対象事業実施区域周辺では、18地点（概況調査：８地点、継続

監視調査：６地点、要監視項目調査：４地点）で地下水質の測定を行われてお

り、一部の項目が環境基準を超過しているものの、概ね環境基準に適合してい

る。 

なお、都市計画対象事業実施区域及びその周辺において、公共用水域及び地下

水のダイオキシン類調査は行われていない。 

水象 都市計画対象事業実施区域周辺の主要な河川としては、都市計画対象事業実施

区域東側に一級河川である「大津川」が存在し「手賀沼」に流れている。また、

都市計画対象事業実施区域東側には「金山落」が存在し「下手賀沼」を経由し

て、「下手賀川」に流れている。その他、都市計画対象事業実施区域の北東側に

「大津川」の支川である「上大津川」等が流れている。 

水底の底質 都市計画対象事業実施区域周辺では、水底の底質の調査は実施されていない。 

騒音 都市計画対象事業実施区域周辺の環境騒音の調査地点は、本市の松飛台の１地

点となっている。昼間の騒音レベルは46デシベル、夜間の騒音レベルは40デシベ

ルとなっており、環境基準を達成している。 

自動車騒音（面的評価）は６地点でされており、各地点における環境基準の達

成率は、97.0～100.0％となっている。 

都市計画対象事業実施区域周辺の航空機騒音は６地点で実施されており、各地

点における時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden）は40～55デシベルとなっており、

環境基準を下回っている。 

振動 都市計画対象事業実施区域周辺の道路交通振動の調査地点は本市で１地点（主

要幹線１級市道１号）となっている。昼間の振動レベルは55デシベル、夜間の振

動レベルは51デシベルとなっている。なお、主要幹線１級市道１号は要請限度の

区域の指定はされていない。 

悪臭 都市計画対象事業実施区域周辺では、悪臭の調査は実施されていない。 
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表3－1(2) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項目 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

地形及び地質 都市計画対象事業実施区域は盛土改変地及び切土改変地となっている。また、

都市計画対象事業実施区域周辺は上位砂礫台地等が広がっている。 

都市計画対象事業実施区域及びその周辺の表層地質は火山性岩石であるローム

等となっいる。また、都市計画対象事業実施区域東側の大津川及びその支川沿い

は、未固結堆積物である泥がち堆積物、現河床堆積物、砂等が分布している。 

都市計画対象事業実施区域周辺の主要な湧水は３地点である。そのうち、最寄

りの主要な湧水は北西側約３kmに存在する松戸市の大清泉湧水である。 

都市計画対象事業実施区域周辺には、学術上又は希少性の観点から重要な地

形・地質は確認されていない。 

地盤 都市計画対象事業実施区域周辺には９地点の水準点が存在している。令和３年

～令和４年において最も変動量が大きい地点は、＋10.1㎜となっている。なお、

過去５年間において環境省が地盤沈下の監視目安としている年間20mm以上の沈下

はない。 

土壌 都市計画対象事業実施区域は台地の土壌である厚層黒ボク土壌及び黒ボク土壌

となっている。また、都市計画対象事業実施区域東側の大津川及びその支川沿い

は、低地の土壌である黒ボクグライ土壌、低位泥炭土壌及び黒泥土壌等が広がっ

ているほか、台地の土壌である淡色黒ボク土壌等が点在している。 

都市計画対象事業実施区域周辺には、土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び

形質変更時要届出区域の指定はされていない。 

都市計画対象事業実施区域周辺の土壌のダイオキシン類調査地点は、１地点で

あり、環境基準を達成している。 

植物 都市計画対象事業実施区域及びその周辺で確認された植物は、維管束植物167

科1,444種及び非維管束植物13科16種である。重要な植物種は、維管束植物89科

292種、非維管束植物13科16種である。 

都市計画対象事業実施区域の最寄りの巨樹巨木は、南側約1.3kmに存在する松

戸市五香にあるエノキである。 

動物 都市計画対象事業実施区域及びその周辺で確認された動物は、哺乳類10科19

種、鳥類57科248種、爬虫類８科14種、両生類５科８種、昆虫類353科4,376種、

クモ類36科260種、多足類22科44種、魚類13科29種、底生動物94科321種である。

重要な動物種は、哺乳類が４科５種、鳥類が42科131種、爬虫類が６科11種、両

生類が４科６種、昆虫類が80科238種、クモ類が５科９種、多足類が６科６種、

魚類が７科11種、底生動物が31科72種である。 

生態系 都市計画対象事業実施区域及びその周辺は改変地及び上位砂礫台地であり、市

街地及び緑の多い住宅地が広がっているほか、畑雑草群落、クヌギ-コナラ群

集、スギ・ヒノキ・サワラ植林及び果樹園等が点在している。また、都市計画対

象事業実施区域東側には大津川が流れており、河川沿いには水田雑草群落やヨシ

クラス等が見られるほか、外来水草群落も存在している。 

都市計画対象事業実施区域及びその周辺を概観すると、市街地や住宅地等の人

為の環境が広く広がっているため、生産者である植物の生育基盤は少なく、多様

性は乏しいものの、一部ではクヌギ-コナラ群集やスギ・ヒノキ・サワラ植林等

の樹林地や畑雑草群落等の耕作地が点在しており、自然環境が局所的に維持され

ているものと考えられる。 

景観 都市計画対象事業実施区域最寄りの眺望点は、都市計画対象事業実施区域南側

に六実さくら通りが位置している。そのほか、南西側約2.2kmに常盤平さくら通

り、北東側約2.6kmに神明社等が位置している。 

人と自然との

触れ合いの活

動 

都市計画対象事業実施区域周辺の主要な人と自然との触れ合いの活動の場とし

ては、主に公園や並木通り等があげられ、西側約0.5kmに晴山幼稚園の雑木林、

約1.2kmに西佐津間公園等が位置している。なお、都市計画対象事業実施区域内

には、旧施設の多目的広場（クリーンセンター公園）が存在する。 
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表3－2 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況） 

項目 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

人口 本市の人口は増加の傾向にあり、平成26年からの10年間で約16,000人増加して
いる。周辺市（柏市、鎌ケ谷市）については、柏市は増加の傾向、鎌ケ谷市は令
和３年以降減少傾向にある。 

産業 本市では、事業所数が12,698事業所、従業者数が126,858人となっている。業
種別にみると、事業所数、従業者数ともに卸売業、小売業の割合が最も高くなっ
ており、事業所数で23.6％、従業者数で22.5％である。 

土地利用 都市計画対象事業実施区域の土地利用状況は、建物用地、森林及びその他の用
地となっている。なお、周辺の土地利用状況は、建物用地が広がっているほか、
森林、その他の用地及びその他の農用地等が多くみられる。 

都市計画対象事業実施区域及びその周辺の都市計画（用途地域）は、第一種住
居地域である。 

河川、湖沼及び

海域の利用並び

に地下水の利用 

本市の水道普及率は92.9％となっており、水源は利根川水系江戸川である。 
都市計画対象事業実施区域周辺の河川は、水道用水供給事業としての利用は行

われていないが、農業用水としての利用は行われている。都市計画対象事業実施
区域周辺を流れる大津川、金山落、染井入落の下流部及び手賀沼、下手賀沼、手
賀川、下手賀川には第５種共同漁業権が設定されている。その他、本市は「工業
用水法」、「ビル用水法」及び「千葉県環境保全条例」に基づく地下水採取規制の
指定地域に該当する。 

交通 都市計画対象事業実施区域周辺の主要道路は、船橋我孫子線、白井流山線、松
戸鎌ケ谷線等があげられる。 

最寄りの調査地点（松戸鎌ケ谷線）における令和３年度の交通量調査結果は、
12時間交通量が9,549台、大型車混入率が16.5％となっている。 

都市計画対象事業実施区域の最寄り駅は、東部野田線の高柳駅である。令和２
年度における高柳駅の平均乗車人員は6,096人/日である。 

学校、医療施設

その他の環境の

保全についての

配慮が特に必要

な施設の配置の

状況及び住宅の

配置 

都市計画対象事業実施区域周辺の環境の保全について特に配慮が必要な施設
は、南西側約0.4kｍの高柳西小学校及び北側に隣接する六実高柳老人福祉センタ
ー等があげられる。 

都市計画対象事業実施区域周辺は、住宅が密集した地区となっている。 

下水道の整備 本市の令和２年度の公共下水道整備率は面積比で69.5％、普及率は人口比で
87.2％である。 

その他の事項 ≪資源≫ 
都市計画対象事業実施区域周辺では、天然ガス、ヨード、砂利、土、岩石等の

資源採取は行われていない。 
≪廃棄物≫ 

本市の一般廃棄物搬入量及び処理量は、過去５年間で概ね横ばいとなってい
る。し尿収集量及び処理量は、平成29年度から令和２年度までは減少傾向であっ
たものの、令和３年度で増加している。 

令和３年度における千葉県の産業廃棄物は、業種別発生量では製造業が最も多
く、全体の５割近くを占めている。次いで電気・ガス・熱供給・水道業、建設
業、農業・林業となっている。 
≪公害苦情≫ 

本市の令和３年度における苦情件数は、騒音が89件と最も多く、次いで振動が
13件であった。 
≪文化財≫ 

都市計画対象事業実施区域最寄りの指定文化財は、南西側約0.9kmの松戸市指
定記念物（史跡）である小金牧五香六実野馬除土手があげられる。また、都市計
画対象事業実施区域内の周知の埋蔵文化財包蔵地として、五香六実野馬除土手が
存在している。 
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第4章 都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範

囲であると認められる地域 

千葉県松戸市、柏市、鎌ケ谷市 
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第5章 都市計画対象事業に係る環境影響評価の 

項目並びに調査、予測及び評価の手法 

5-1 環境影響評価の項目 

5-1-1 活動要素の選定 

「千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係

る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための

措置に関する指針を定める規則」（以下、「技術指針」という。）に基づく「廃棄物焼却等施設の新設

又は増設」に係る活動要素を基に、本事業による事業特性（「第２章 都市計画対象事業の名称、目

的及び内容」参照）と地域特性（「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」参照）

を勘案して選定した活動要素は、表 5-1-1-1に示すとおりである。また、活動要素を選定した理由

又は選定しなかった理由は、表 5-1-1-2に示すとおりである。 

なお、本事業では、旧施設を撤去し、その跡地に新たな廃棄物焼却等施設を整備するため、旧施

設の撤去も踏まえて活動要素の選定を行った。 

 
表 5-1-1-1 廃棄物焼却等施設の新設又は増設に係る活動要素とその選定結果 

 
活動要素の区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象事業の区分 
 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

樹
林
の
伐
採 

切
土
又
は
盛
土 

湖
沼
又
は
河
川
の
改
変 

海
岸
又
は
海
底
の
改
変 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

排
水 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音
又
は
振
動
の
発
生 

地
下
水
の
採
取 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

廃棄物焼却等施設の 
新設又は増設 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○  ○ ○ × 

注１）○は選定した活動要素を、×は選定しなかった活動要素を示す。 
注２）    は、技術指針別表第一に示される各事業が一般的な内容によって実施された場合に生じる活動要素である。 
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表 5-1-1-2 活動要素の選定理由 

段階 活動要素の区分 選定

結果 
活動要素として選定した理由又は選定しなかった理由 

工
事
の
実
施 

樹林の伐採 ○ 都市計画対象事業実施区域の一部において樹木を伐採す

るため、活動要素として選定する。 

切土又は盛土 ○ 用地の整備に伴い、土砂の切盛を行うことから、活動要素

として選定する。 

工作物の撤去又は廃棄 ○ 旧施設を撤去し、その跡地に新たに本施設を整備するた

め、活動要素として選定する。 

資材又は機械の運搬 ○ 工事に伴い資材や機械の運搬を行うため、活動要素として

選定する。 
仮設工事 ○ 仮設工事を行うため、活動要素として選定する。 

基礎工事 ○ 本施設の設置にあたり基礎工事を行うため、活動要素とし

て選定する。 
施設の設置工事 ○ 本施設の設置工事を行うため、活動要素として選定する。 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

施設の存在等 ○ 本施設が存在するため、活動要素として選定する。 

ばい煙又は粉じんの発生 ○ 廃棄物の焼却又は溶融に伴いばい煙が発生するため、活動

要素として選定する。 

排出ガス（自動車等） ○ 廃棄物運搬車両の走行があるため、活動要素として選定す

る。 

排水 × 

本施設の稼働に伴う排水は、排水処理設備にて処理後、下

水道放流または場内で再利用するため公共用水域への放流

はない。また、生活排水については、下水道放流する計画で

ある。雨水については、設備を全て建屋内に配置する計画で

あることから、雨水が廃棄物と直接接触することはない。以

上のことから、活動要素として選定しない。 
騒音若しくは超低周波音 
又は振動の発生 

○ 
本施設の稼働に伴い騒音・振動の発生が考えられるため、

活動要素として選定する。 

悪臭の発生 ○ 本施設の稼働に伴い悪臭が発生することが考えられるた

め、活動要素として選定する。 

廃棄物の発生 ○ 本施設に伴い主灰、飛灰等又は溶融スラグ等の廃棄物が発

生するため、活動要素として選定する。 

工作物の撤去又は廃棄 × 本施設に係る工作物については撤去又は廃棄の計画がな

いことから、活動要素として選定しない。 
注）○は選定した活動要素を、×は選定しなかった活動要素を示す。 

 
5-1-2 環境影響評価項目の選定 

本事業に係る環境影響評価項目は、表 5-1-2-1(1)、(2)に示すとおり選定した。 

なお、環境影響評価項目として選定した理由又は選定しなかった理由は、表 5-1-2-2(1)～(5)に

示すとおりである。 
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表 5-1-2-1(1) 環境影響評価の項目の選定結果 

 
 
          活動要素の区分 
 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

樹
林
の
伐
採 

切
土
又
は
盛
土 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音 
又
は
振
動
の
発
生 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

環境の自然的
構成要素の良
好な状態の保
持を旨として
調査、予測及び
評価されるべ
き環境要素 大

気
質 

硫黄酸化物         ○     
窒素酸化物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○    
浮遊粒子状物質 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○    
粉じん ○ ○ ○  ○ ○ ○       
有害物質         ○     
光化学オキシダント         ×     
ダイオキシン類         ○     
その他の物質         ○     

水
質 

生物化学的酸素要求量        ×      
化学的酸素要求量        ×      
水素イオン濃度  ○   ○ ○  ×      
浮遊物質量  ○   ○ ○  ×      
全りん        ×      
全窒素        ×      
ノルマルヘキサン抽出物質        ×      
溶存酸素量        ×      
大腸菌数        ×      
全亜鉛        ×      
有害物質等（健康項目）        ×      
ダイオキシン類        ×      
その他の物質        ×      

水文環境 ○ ○    ○ ○ ○      
騒音及び超低周波音 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   
振動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○   
悪臭            ○  
地形及び地質等  ×   × ×  ×      

注１）○：選定した項目（環境影響のおそれがある項目） 

×：選定しなかった項目（環境影響がない又は極めて小さい項目） 

注２）  は、事業が一般的な内容で事業が実施された場合、技術指針別表第二に示される活動要素の区分の各欄に掲

げる各要素により影響を受ける環境要素であることを示す。 
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表 5-1-2-1(2) 環境影響評価の項目の選定結果 

 
 
            活動要素の区分 
 
 
 
 
 

環境要素の区分 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

樹
林
の
伐
採 

切
土
又
は
盛
土 

工
作
物
の
撤
去
又
は
廃
棄 

資
材
又
は
機
械
の
運
搬 

仮
設
工
事 

基
礎
工
事 

施
設
の
設
置
工
事 

施
設
の
存
在
等 

ば
い
煙
又
は
粉
じ
ん
の
発
生 

排
出
ガ
ス
（
自
動
車
等
） 

騒
音
若
し
く
は
超
低
周
波
音 
又
は
振
動
の
発
生 

悪
臭
の
発
生 

廃
棄
物
の
発
生 

環境の自然的構成
要素の良好な状態
の保持を旨として
調査、予測及び評
価されるべき環境
要素 

地盤  ○    ○ ○ ○      

土壌  ○ ○   ○        

風害、光害及び日照阻害        ○      
生物の多様性の確
保及び自然環境の
体系的保全を旨と
して調査、予測及
び評価されるべき
環境要素 

植物 ○ ○   ○ ○ ○ ○      

動物 ○ ○   ○ ○ ○ ○      

陸水生物 × ○   ○ ○ ○ ×      

生態系 ○ ○   ○ ○ ○ ○      

海洋生物     × × × ×      

人と自然との豊か
な触れ合いの確保
を旨として調査、
予測及び評価され
るべき環境要素 

景観   
 

    ○      

人と自然との触れ合いの活
動の場 

○ ○ 
 

○ ○ ○ ○ ○      

環境への負荷の量
の程度により予測
及び評価されるべ
き環境要素 

廃棄物 ○  ○  ○ ○ ○      ○ 

残土  ○ ○  ○ ○        

温室効果ガス等   
 

     ○ ○    

注１）○：選定した項目（環境影響のおそれがある項目） 

×：選定しなかった項目（環境影響がない又は極めて小さい項目） 

注２）  は、事業が一般的な内容で事業が実施された場合、技術指針別表第二に示される活動要素の区分の各欄に掲

げる各要素により影響を受ける環境要素であることを示す。 
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表 5-1-2-2(1) 環境影響評価項目の選定理由（工事の実施） 

環境要素 活動要素 選定
結果 

環境影響評価項目として選定した理由 
又は選定しなかった理由 

環境の自

然的構成

要素の良

好な状態

の保持を

旨として

調査、予測

及び評価

されるべ

き環境要

素 

大
気
質 

窒素酸化物 

樹林の伐採、切土又
は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 建設機械の稼働による影響が考えられるこ
とから、項目として選定する。 

資材又は機械の運搬 ○ 工事用車両の走行による影響が考えられる
ことから、項目として選定する。 

浮遊粒子状 
物質 

樹林の伐採、切土又
は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 窒素酸化物と同様の理由により、項目として
選定する。 

資材又は機械の運搬 ○ 窒素酸化物と同様の理由により、項目として
選定する。 

粉じん 

樹林の伐採、切土又
は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 
旧施設の解体工事や造成・基礎工事などの実

施による粉じんの影響が考えられることから、
項目として選定する。 

水
質 

水素イオン
濃度 

切土又は盛土、仮設
工事、基礎工事 ○ 

コンクリート打設等の工事の実施によるア
ルカリ排水の影響が考えられることから、項目
として選定する。 

浮遊物質量 切土又は盛土、仮設
工事、基礎工事 ○ 基礎工事等の工事の実施による濁水の影響

が考えられることから、項目として選定する。 

水文環境 
樹林の伐採、切土又
は盛土、基礎工事、施
設の設置工事 

○ 
ごみピットなどの地下構造物の工事等の実

施により、地下水流への影響が考えられること
から、項目として選定する。 

騒音及び 
超低周波音 

樹林の伐採、切土又
は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 
【騒音】 
建設機械の稼働による影響が考えられるこ

とから、項目として選定する。 

× 

【超低周波音】 
工事に使用する建設機械は一般的に使用さ

れる機械であり、周辺環境に影響を及ぼすよう
な著しい超低周波音の発生はないことから項
目として選定しない。 

資材又は機械の運搬 

○ 
【騒音】 
工事用車両の走行による影響が考えられる

ことから、項目として選定する。 

× 

【超低周波音】 
主要走行ルートである県道281号線(松戸鎌

ケ谷線)等は平面道路であり、影響が懸念され
る橋梁又は高架部は少ないことから、項目とし
て選定しない。 

振動 

樹林の伐採、切土又
は盛土、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 騒音と同様の理由により、項目として選定す
る。 

資材又は機械の運搬 ○ 騒音と同様の理由により、項目として選定す
る。 

地形及び地質等 切土又は盛土、仮設
工事、基礎工事 × 

都市計画対象事業実施区域には、重要な地形
及び地質や著名な湧水がなく、大規模な地形改
変を伴う工事ではないことから、項目として選
定しない。 

地盤 
切土又は盛土、基礎
工事、施設の設置工
事 

○ 
ごみピットなどの地下構造物の工事等の実

施により、地下水流への影響が考えられること
から、項目として選定する。 

土壌 
切土又は盛土、工作
物の撤去又は廃棄、
基礎工事 

○ 工事に伴い土地の改変や土壌の搬出等を行
うことから、項目として選定する。 

注）○：選定した項目(環境影響のおそれがある) ×：選定しなかった項目(環境影響がない又は極めて小さい) 
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表 5-1-2-2(2) 環境影響評価項目の選定理由（工事の実施） 

環境要素 活動要素 選定
結果 

環境影響評価項目として選定した理由 
又は選定しなかった理由 

生物の多
様性の確
保及び自
然環境の
体系的保
全を旨と
して調査、
予測及び
評価され
るべき環
境要素 

植物 
樹林の伐採、切土又は
盛土、仮設工事、基礎
工事、施設の設置工事 

○ 

工事の実施による土地の改変等に伴う植物
への影響が考えられることから項目として選
定する。なお、土地の改変等に伴う影響は、工
事終了後も施設の存在等に係る影響に一連と
して続くものであるため、「土地又は工作物の
存在及び供用に係る影響の予測・評価」と合わ
せて行う。 

動物 
樹林の伐採、切土又は
盛土、仮設工事、基礎
工事、施設の設置工事 

○ 

工事の実施による土地の改変等に伴う動物
への影響が考えられることから、項目として選
定する。なお、土地の改変等に伴う影響は、工
事終了後も施設の存在等に係る影響に一連と
して続くものであるため、「土地又は工作物の
存在及び供用に係る影響の予測・評価」と合わ
せて行う。 

陸水生物 
切土又は盛土、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 工事の実施による濁水等の影響が考えられ
ることから、項目として選定する。 

生態系 
樹林の伐採、切土又は
盛土、仮設工事、基礎
工事、施設の設置工事 

○ 動物と同様の理由により、項目として選定す
る。 

海洋生物 
仮設工事、基礎工事、
施設の設置工事 × 

本事業では、海域を改変することはなく、工
事に伴い発生する濁水やアルカリ排水は濁水
処理や pH 調整など適切な保全措置を行うこと
としている。このため、海洋生物への影響は極
めて小さいことから、項目として選定しない。 

人と自然
との豊か
な触れ合
いの確保
を旨とし
て調査、予
測及び評
価される
べき環境
要素 

人と自然との
触れ合いの活
動の場 

樹林の伐採、切土又は
盛土、仮設工事、基礎
工事、施設の設置工事 

○ 

本施設の処理能力は、旧施設よりも大きくな
ることから、施設の建設範囲が広くなることが
想定され、都市計画対象事業実施区域内の多目
的広場を一部改変する可能性がある。多目的広
場の利用状況及び利用環境への影響が考えら
れることから、項目として選定する。 

資材又は機械の運搬 ○ 
都市計画対象事業実施区域内の一部に多目

的広場が含まれ、アクセスルートが工事用車両
の主要走行ルートと重複する可能性があるこ
とから、項目として選定する。 

環境への
負荷の量
の程度に
より予測
及び評価
されるべ
き環境要
素 

廃棄物 

樹林の伐採、工作物の
撤去又は廃棄、仮設工
事、基礎工事、施設の
設置工事 

○ 各工事により廃棄物が発生することから、項
目として選定する。 

残土 
切土又は盛土、工作物
の撤去又は廃棄、仮設
工事、基礎工事 

○ 各工事により残土が発生することから、項目
として選定する。 

注）○：選定した項目(環境影響のおそれがある) ×：選定しなかった項目(環境影響がない又は極めて小さい) 
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表 5-1-2-2(3) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定
結果 

環境影響評価項目として選定した理由 
又は選定しなかった理由 

環境の自
然的構成
要素の良
好な状態
の保持を
旨として
調査、予
測及び評
価される
べき環境
要素 

大
気
質 

硫黄酸化物 
ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
廃棄物の焼却又は溶融に伴い、硫黄酸化物が発生

するおそれがあることから、項目として選定する。 

窒素酸化物 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
硫黄酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 

排出ガス 
（自動車等） 

○ 
廃棄物運搬車両の走行による影響が考えられるこ

とから、項目として選定する。 

浮遊粒子状
物質 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
硫黄酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 

排出ガス 
（自動車等） 

○ 
窒素酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 
有害物質 
(塩化水素) 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
硫黄酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 

光化学オキ
シダント 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

× 

光化学オキシダントは、窒素酸化物と炭化水素等
の原因物質が複雑な光化学反応により二次的に生成
される物質である。廃棄物の焼却又は溶融に伴い窒
素酸化物及び炭化水素が発生するものの、窒素酸化
物については脱硝処理すること、炭化水素について
は適切な排ガス処理により高温酸化分解、吸着・除
去が図られることから、施設からの排出量は極めて
少ない。また、光化学オキシダントは複数の原因物
質の複雑な反応により発生するものであり、一事業
による影響を適切に予測する手法は現時点で確立さ
れていない。したがって、項目として選定しない。 

ダイオキシ
ン類 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
硫黄酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 

その他の物
質(水銀) 

ばい煙又は 
粉じんの発生 

○ 
硫黄酸化物と同様の理由により、項目として選定

する。 

水
質 

生物化学的 
酸素要求量 

施設の存在等 × 

本施設の稼働に伴う排水は、排水処理設備にて処
理後、下水道放流または場内で再利用するため公共
用水域への放流はない。また、生活排水については、
下水道放流する計画である。また、設備は全て建屋
に収納され、雨水は廃棄物等と接触することはない。
したがって、項目として選定しない。 

化学的酸素
要求量 

施設の存在等 × 

水素イオン
濃度 

施設の存在等 × 

浮遊物質量 施設の存在等 × 

全りん 施設の存在等 × 

全窒素 施設の存在等 × 

ノルマルヘ
キサン抽出
物質 

施設の存在等 × 

溶存酸素量 施設の存在等 × 

大腸菌数 施設の存在等 × 

全亜鉛 施設の存在等 × 

有害物質等 
(健康項目) 

施設の存在等 × 

ダイオキシ
ン類 

施設の存在等 × 

その他の物
質 

施設の存在等 × 

注）○：選定した項目(環境影響のおそれがある) ×：選定しなかった項目(環境影響がない又は極めて小さい) 
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表 5-1-2-2(4) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定 
結果 

環境影響評価項目として選定した理由 
又は選定しなかった理由 

環境の自然
的構成要素
の良好な状
態の保持を
旨として調
査、予測及
び評価され
るべき環境
要素 

水文環境 施設の存在等 ○ 
ごみピットなどの地下構造物の設置により、地下

水流への影響が考えられることから、項目として選
定する。 

騒音 
及び超低周波音 

騒音の発生 
（施設の稼働、
廃棄物の運搬） 

○ 

≪施設の稼働≫ 
誘引通風機などの機器の稼働による影響が考えら

れることから、騒音及び超低周波音を項目として選
定する。 

○ 
≪廃棄物の運搬≫ 
廃棄物運搬車両の走行による影響が考えられるこ

とから、騒音を項目として選定する。 

振動 
振動の発生 
（施設の稼働、
廃棄物の運搬） 

○ 
≪施設の稼働≫ 
誘引通風機などの機器の稼働による影響が考えら

れることから、項目として選定する。 

○ 
≪廃棄物の運搬≫ 
廃棄物運搬車両の走行による影響が考えられるこ

とから、項目として選定する。 

悪臭 
悪臭の発生 
（施設の稼働） 

○ 
≪施設の稼働≫ 
煙突からの悪臭の排出及び本施設からの悪臭の漏

洩が考えられることから、項目として選定する。 

地形及び地質等 施設の存在等 × 
都市計画対象事業実施区域及び周辺には、重要な

地形及び地質や著名な湧水がないことから、項目と
して選定しない。 

地盤 施設の存在等 ○ 
ごみピットなどの地下構造物の設置により、地盤

沈下の影響が考えられることから、項目として選定
する。 

風害、 
光害及び 
日照阻害 

風害 施設の存在等 × 
本事業では著しい風害の発生するような高層建築

物の設置はなく、また建物の周りや敷地外周部には
緑地を確保するなどの保全対策を行うことから、項
目として選定しない。 

光害 施設の存在等 × 
本事業では屋外での夜間の作業はなく、防犯・安

全上必要な照明を設置する程度であり、照明の配置
や照射方向に配慮するなどの保全対策を行うことか
ら、項目として選定しない。 

日照 
阻害 

施設の存在等 ○ 本施設の設置に伴い日照阻害が生じる可能性があ
るため、環境要素として選定する。 

生物の多様
性の確保及
び自然環境
の体系的保
全を旨とし
て調査、予
測及び評価
されるべき
環境要素 

植物 施設の存在等 ○ 

本施設の設置に伴い植生状況が変化する可能性が
あることから、項目として選定する。なお、施設の
存在等に伴う影響は、工事の実施段階から一連とし
て続くものであるため、「工事の実施に係る影響の予
測・評価」と合わせて行う。 

動物 施設の存在等 ○ 

都市計画対象事業実施区域における植生等の変化
が、関係する動物の生息地に対して影響を与えるお
それがあることから、項目として選定する。なお、
施設の存在等に伴う影響は、工事の実施段階から一
連として続くものであるため、「工事の実施に係る影
響の予測・評価」と合わせて行う。 

注）○：選定した項目(環境影響のおそれがある) ×：選定しなかった項目(環境影響がない又は極めて小さい) 
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表 5-1-2-2(5) 環境影響評価項目の選定理由（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 活動要素 
選定 
結果 

環境影響評価項目として選定した理由 
又は選定しなかった理由 

生物の多様
性の確保及
び自然環境
の体系的保
全を旨とし
て調査、予
測及び評価
されるべき
環境要素 

陸水生物 施設の存在等 × 
都市計画対象事業実施区域には、陸水生物の生息

する環境がない。また、雨水、プラント排水及び生
活排水は、水質と同様の理由により影響がないこと
から、項目として選定しない 

生態系 施設の存在等 ○ 動物と同様の理由により、項目として選定する。 

海洋生物 施設の存在等 × 
本事業では、施設の存在等に関して海域環境に影

響及ぼす要因はないことから、項目として選定しな
い。 

人と自然と
の豊かな触
れ合いの確
保を旨とし
て調査、予
測及び評価
されるべき
環境要素 

景観 施設の存在等 ○ 本施設の設置に伴い景観が変化するため、環境要
素として選定する。 

人と自然との 
触れ合いの活動
の場 

施設の存在等 ○ 

本施設の処理能力は、旧施設よりも大きくなるこ
とから、施設の建設範囲が広くなることが想定され、
都市計画対象事業実施区域内の多目的広場を一部改
変する可能性がある。多目的広場の利用状況及び利
用環境への影響が考えられることから、項目として
選定する。 

環境への負
荷の量の程
度により予
測及び評価
されるべき
環境要素 

廃棄物 
廃棄物の発生 
（施設の稼働） ○ 

≪施設の稼働≫ 
主灰、飛灰等又は溶融スラグ等の廃棄物が発生す

ることから、項目として選定する。 

温室効果ガス等 

ばい煙又は 
粉じんの発生 ○ 廃棄物の処理に伴い二酸化炭素等の温室効果ガス

が発生することから、項目として選定する。 

排出ガス 
（自動車等） ○ 廃棄物運搬車両の走行に伴い温室効果ガスが発生

することから、項目として選定する。 

注）○：選定した項目(環境影響のおそれがある) ×：選定しなかった項目(環境影響がない又は極めて小さい) 
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5-2 調査、予測及び評価の手法 

本事業に係る調査、予測及び評価の手法は、事業特性及び地域特性を踏まえ、技術指針及び「千

葉県環境影響評価技術細目」を基に検討した。なお、事業特性のうち、本事業における廃棄物処理

施設の処理方式は決定していない。そのため、調査、予測及び評価の手法は、それぞれの処理方式

によって違いが生じる可能性がある。以上のことから、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処

理方式となった場合でも適切に網羅できる内容とした。なお、処理方式は、準備書の作成までに決

定する計画としている。 

 

 

表 5-2-1(1) 調査、予測及び評価の手法についての考え方（工事の実施） 

環境要素 調査、予測及び評価項目 処理方式に 
よる違い 処理方式による調査、予測及び評価の手法の考え方 

大気質 

樹林の伐採、切土又は盛
土、工作物の撤去又は廃
棄、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う建設機械の稼働に
よる大気質、粉じん 

〇 

処理方式により工事内容が異なる可能性があるもの
の、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式に
よる工事内容であっても同様であるため、処理方式に
よる違いはない。また、調査範囲は建設機械の排出源高
さを考慮し、都市計画対象事業実施区域からの１㎞の
範囲と設定しており、いずれの処理方式になった場合
でも調査範囲を網羅できる。 

資材又は機械の運搬に
伴う工事用車両の走行
による沿道大気質 

〇 

処理方式により工事用車両台数が異なる可能性があ
るものの、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理
方式による工事内容であっても同様であるため、処理
方式による違いはない。また、調査範囲・調査地点は想
定される工事用車両の主要ルート上で設定しており、
いずれの処理方式になった場合でも調査範囲を網羅で
きる。 

水質 
切土又は盛土、仮設工事
及び基礎工事に伴う水
質 

－ 
いずれの処理方式であっても工事中の濁水対策、排

水ルートが同様であることから、調査、予測及び評価の
手法は、処理方式による違いはない。 

水文環境 
樹林の伐採、切土又は盛
土、基礎工事及び施設の
設置工事に伴う水文環
境 

〇 

処理方式により工事内容が異なる可能性があるもの
の、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式に
よる工事内容であっても同様であるため、処理方式に
よる違いはない。また、調査地点は、計画建築物等が配
置される想定範囲を考慮して複数地点を設定してお
り、いずれの処理方式になった場合でも調査範囲を網
羅できる。 

騒音及び超
低周波音、 
振動 

樹林の伐採、切土又は盛
土、工作物の撤去又は廃
棄、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う建設機械の稼働に
よる騒音、振動 

〇 大気質と同様である。 

資材又は機械の運搬に
伴う工事用車両の走行
による道路交通騒音、振
動 

〇 大気質と同様である。 

地盤 
切土又は盛土、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う地盤 

〇 水文環境と同様である。 

土壌 
切土又は盛土、工作物の
撤去又は廃棄及び基礎
工事に伴う土壌汚染 

－ 
いずれの処理方式であっても工事に伴う改変範囲が

同様であることから、調査、予測及び評価の手法は、処
理方式による違いはない。 

注）〇：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。さらに、処理方式により調査範囲に違いがある

可能性があるものの、それを網羅する調査内容としたもの。 
－：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。  
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表 5-2-1(2) 調査、予測及び評価の手法についての考え方（工事の実施） 

環境要素 調査、予測及び評価項目 処理方式に 
よる違い 処理方式による調査、予測及び評価の手法の考え方 

植物 
樹林の伐採、切土又は盛
土、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う植物 

－ 
いずれの処理方式であっても工事に伴う改変範囲が

同様であることから、調査、予測及び評価の手法は、処
理方式による違いはない。 

動物 
樹林の伐採、切土又は盛
土、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う動物 

－ 植物と同様である。 

陸水生物 
切土又は盛土、仮設工
事、基礎工事及び施設の
設置工事に伴う陸水生
物 

－ 水質と同様である。 

生態系 
樹林の伐採、切土又は盛
土、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う生態系 

－ 植物と同様である。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

樹林の伐採、切土又は盛
土、仮設工事、基礎工事
及び施設の設置工事に
伴う人と自然との触れ
合いの活動の場 

－ 植物と同様である。 

資材又は機械の運搬に
伴う人と自然との触れ
合いの活動の場 

－ 大気質と同様である。 

廃棄物 
樹林の伐採、工作物の撤
去又は廃棄、仮設工事、
基礎工事及び施設の設
置工事に伴う廃棄物 

－ 
処理方式により廃棄物の発生量が異なる可能性があ

るものの、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式で
あっても同様となるため、処理方式による違いはない。 

残土 
切土又は盛土、工作物の
撤去又は廃棄、仮設工事
及び基礎工事に伴う残
土 

－ 廃棄物と同様である。 

注）〇：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。さらに、処理方式により調査範囲に違いがある
可能性があるものの、それを網羅する調査内容としたもの。 

－：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。 
 

表 5-2-2(1) 調査、予測及び評価の手法についての考え方（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 調査、予測及び評価項目 処理方式に 
よる違い 処理方式による調査、予測及び評価の手法の考え方 

大気質 

ばい煙又は粉じんの発
生に伴う大気質 〇 

処理方式により排出ガス量が異なる可能性があるも
のの、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式
であっても同様となるため、処理方式による違いはな
い。また、調査範囲は、処理方式の中で最も排出ガス量
が多くなるシャフト炉式の排出ガス量を基に設定して
おり、いずれの処理方式になった場合でも調査範囲を
網羅できる。 

排出ガス（自動車等）に
伴う沿道大気質 〇 

処理方式により関係車両台数が異なる可能性がある
ものの、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理方
式であっても同様であるため、処理方式による違いは
ない。また、調査範囲・地点は想定される関係車両の主
要ルート上で設定しており、いずれの処理方式になっ
た場合でも調査範囲を網羅できる。 

水文環境 施設の存在等に伴う水
文環境 － 

いずれの処理方式であっても地下構造物の範囲等が
同様であることから、調査、予測及び評価の手法は、処
理方式による違いはない。 

注）〇：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。さらに、処理方式により調査範囲に違いがある
可能性があるものの、それを網羅する調査内容としたもの。 

－：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。  



 

50 

 
表 5-2-2(2) 調査、予測及び評価の手法についての考え方（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 調査、予測及び評価項目 処理方式に 
よる違い 処理方式による調査、予測及び評価の手法の考え方 

騒音及び超
低周波音、 
振動 

施設の稼働に伴う騒
音、超低周波音、振動 〇 

処理方式により設備機器の種類・台数等が異なる可
能性があるものの、調査、予測及び評価の手法は、いず
れの処理方式であっても同様であるため、処理方式に
よる違いはない。また、調査範囲は騒音・振動の減衰を
考慮して、都市計画対象事業実施区域から100ｍの範囲
と設定しており、いずれの処理方式になった場合でも
調査範囲を網羅できる。 

廃棄物の運搬に伴う道
路交通騒音、振動 〇 大気質と同様である。 

悪臭 施設の稼働に伴う悪臭 〇 大気質と同様である。 

地盤 施設の存在等に伴う地
盤 － 水文環境と同様である。 

日照阻害 施設の存在等に伴う日
照阻害 〇 

処理方式により建屋の規模が異なる可能性があるも
のの、調査、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式
であっても同様であるため、処理方式による違いはな
い。また、調査範囲の設定は最も高い工作物である煙突
(55m)を基に行っており、いずれの処理方式になった場
合でも調査範囲を網羅できる。 

植物 施設の存在等に伴う植
物 － 

いずれの処理方式であっても改変範囲が同様である
ことから、調査、予測及び評価の手法は、処理方式によ
る違いはない。 

動物 施設の存在等に伴う動
物 － 植物と同様である。 

生態系 施設の存在等に伴う生
態系 － 植物と同様である。 

景観 施設の存在等に伴う景
観 〇 日照阻害と同様である。 

人と自然と
の触れ合い
の活動の場 

施設の存在等に伴う人
と自然との触れ合いの
活動の場 

－ 植物と同様である。 

廃棄物 施設の稼働に伴う廃棄
物 － 

処理方式により廃棄物の種類・発生量が異なる可能
性があるものの、予測及び評価の手法は、いずれの処理
方式であっても同様となるため、処理方式による違い
はない。 

温室効果ガ
ス等 

ばい煙又は粉じんの発
生に伴う温室効果ガス － 

処理方式により温室効果ガスの発生量等が異なる可
能性があるものの、予測及び評価の手法は、いずれの処
理方式であっても同様となるため、処理方式による違
いはない。 

排出ガス（自動車等）に
伴う温室効果ガス － 

処理方式により関係車両台数が異なる可能性がある
ものの、予測及び評価の手法は、いずれの処理方式であ
っても同様となるため、処理方式による違いはない。 

注）〇：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。さらに、処理方式により調査範囲に違いがある

可能性があるものの、それを網羅する調査内容としたもの。 
－：処理方式により調査、予測及び評価の手法に違いがないもの。 
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5-2-1 大気質 

工事の実施 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工

事に伴う建設機械の稼働による大気質 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）大気質の状況 

    i 窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx）） 

    ii 浮遊粒子状物質（SPM） 

   （イ）気象の状況：地上気象（風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量） 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）地形の状況 

   （オ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、建設機械の排出源高さが１～３ｍ程度であり、窒素酸化物及び浮遊粒子状

物質の拡散範囲は小さいと考えられることから、「千葉県環境影響評価技術指針に係る参

考資料」を参考に、影響を受けるおそれのある地域として都市計画対象事業実施区域から

約１㎞の範囲とする。ただし、文献その他の資料調査については、都市計画対象事業実施

区域周辺に存在する大気環境常時測定局（一般局）も含むものとする。 

 
   ウ．調査地点 

   （ア）大気質の状況 

大気質の状況は、文献その他資料による調査と現地調査により把握する。 

    i 文献その他資料調査 

大気質に係る文献その他資料調査は、調査地域及びその周辺に存在する一般環境大気

測定局（２局）の測定結果を用いる。各測定局の位置は図 5-2-1-1に示すとおりである。 

一般環境大気測定局 

・ 松戸五香測定局（松戸市五香西２-40-10） 

・ 鎌ケ谷軽井沢測定局（鎌ケ谷市軽井沢 2060-32） 

    ii 現地調査 

大気質に係る現地調査は、図 5-2-1-2に示すとおり、都市計画対象事業実施区域の１地

点とする。 
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図 5-2-1-1 大気質調査地点（既存文献）  

出典：「令和３年度 大気環境常時測定結果」（令和４年12月 千葉県） 
 
この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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図 5-2-1-2 大気質調査地域及び現地調査地点  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   （イ）気象の状況 

気象の状況は、文献その他資料による調査と現地調査により把握する。 

    i 文献その他資料調査 

文献その他資料調査は、大気環境常時測定局の測定結果（風向・風速）を用いる。 

    ii 現地調査 

気象の現地調査は、都市計画対象事業実施区域の１地点とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）大気質の状況 

    i 文献その他資料調査 

一般環境大気測定局の測定データを収集する。 

    ii 現地調査 

大気質の現地調査手法は、表 5-2-1-1に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-1 大気質現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 高さ 

大気質 

窒素酸化物 
日本産業規格「大気中の窒素酸化物自動計
測器（JIS B 7953）」に準拠 

地上 
1.5ｍ 

浮遊粒子状物質 
日本産業規格「大気中の浮遊粒子状物質自
動計測器（JIS B 7954）」に準拠 

地上 
３ｍ 

 
    iii 情報の整理及び解析 

ａ．環境基準等の達成状況 
調査結果を環境基準及び千葉県環境目標値等と対比して達成状況を把握する。 

ｂ．濃度及びその変動の把握 
環境濃度の経年変化や季節変化等を調査し、その特性を把握する。 

   （イ）気象の状況 

    i 文献その他資料調査 

地上気象は、大気環境常時測定局のうち、風向・風速の測定を行っている最寄りの観測

地点である松戸五香測定局（一般局、測定高さ14m）のデータを収集する。 

    ii 現地調査 

気象の現地調査手法は、表 5-2-1-2に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-2 気象現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 

気象 

地上気象 

（風向、風速、気

温、湿度、日射量、

放射収支量） 

「地上気象観測指針」に準拠 

風向、風速：微風向風速計（地上 30ｍ） 

気温、湿度：隔測温湿度計（地上 1.5ｍ） 

日 射 量：全天日射計（地上 30ｍ） 

放射収支量：放射収支計（地上 1.5ｍ） 

注）風向、風速、日射量は、旧施設の屋上での測定を計画している。  
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    iii 情報の整理及び解析 

地上気象調査結果に基づき、風向別・風速階級別・大気安定度別の風の出現状況を整理

する。また、季節別に風配図を作成する。大気安定度の分類は、パスキルの大気安定度分

類表による。 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握する。 

   （エ）地形の状況 

地形図等の資料及び現地踏査により、標高や地形の起伏の状況を調査する。大気質の拡

散に影響を及ぼす地形の有無を把握する。 

   （オ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 
・二酸化窒素に係る千葉県環境目標値 
・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

   （ア）文献その他資料調査 

文献その他資料の調査期間は、過去５年間とする。なお、異常年検定を行う気象要素に

ついては、基準年を含めて11年間分のデータを用いることを基本とする。 

   （イ）現地調査 

現地調査の調査期間・頻度は、４季又は年間の気象の特性が把握できるように表 5-2-

1-3示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-3 調査期間・頻度 

調査事項 調査項目 調査地点 調査期間・頻度 

大気質 
窒素酸化物 
浮遊粒子状物質 

都市計画 
対象事業実施区域 

７日間/１季×４季 

気象 
地上気象（風向、風速、気温、
湿度、日射量、放射収支量） 

都市計画 
対象事業実施区域 

１年間連続 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-1-2参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、最大着地濃度地点とし、予測地点の高さを地上1.5ｍとする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響が最大と

なると想定される時期（１年間）とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度とする。 

   （イ）予測方法 

大気拡散モデル（拡散式は有風時にプルーム式、無風時にパフ式）による年平均値を予

測する。拡散パラメータはパスキル・ギフォード線図による。また、大気拡散計算により

得られた窒素酸化物濃度（NOx）は、指数近似モデル等を使用し、二酸化窒素濃度（NO2）に

変換する。なお、大気拡散式モデル、拡散パラメータ及び指数近似モデルは、「窒素酸化物

総量規制マニュアル（新版）」（平成12年12月 公害研究対策センター）に示されているモ

デルを使用する。 

   （ウ）将来バックグラウンド濃度の設定 

将来バックグラウンド濃度は、都市計画対象事業実施区域における現地調査結果の四季

平均値を用いる。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測項目ごとに予測地域内の影響を等濃度線図で示すとともに、最大着地濃度及び着地

位置を整理する。 

大気拡散計算により得られる二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度は年平均値であり、

環境基準（日平均値の環境基準）等と対比するために、日平均値の年間98％値又は日平均

値の２％除外値へ換算する必要がある。換算方法は、周辺地域の一般環境大気測定局にお

ける過去の測定データを用いて、年平均値と日平均値の年間98％値又は日平均値の２％除

外値の関係を統計的に求める方法等とする。 

  



 

57 

  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

浮遊粒子状物質については日平均値の２％除外値、二酸化窒素については日平均値の年

間98％値の予測結果を、環境基準、千葉県環境目標値等と対比して評価を行う。なお、各

項目の環境基準等は、表 5-2-1-4に示すとおりである。 

 
表 5-2-1-4 環境基準等 

物質名 環境基準等 備 考 

二酸化窒素 
0.04ppm～0.06ppm の 
ゾーン内又はそれ以下 

日平均値の年間 98％値、環境基準 
（千葉県環境目標値は 0.04ppm） 

浮遊粒子状物質 0.10mg/ｍ3以下 日平均値の２％除外値、環境基準 
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（２）樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工

事に伴う粉じん（降下ばいじん量） 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）大気質の状況（環境濃度の状況） 

大気質の状況については、降下ばいじん量を予測項目とすることから、現況把握を目的

として降下ばいじん量を測定する。 

   （イ）気象の状況：地上気象（風向・風速） 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）地形の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、粉じん等（降下ばいじん量）の拡散特性を踏まえ、影響を受けるおそれの

ある地域として都市計画対象事業実施区域より１kmの範囲とする（図 5-2-1-3参照）。 

 
   ウ．調査地点 

降下ばいじん量及び地上気象の調査地点は、図 5-2-1-3に示すとおり、都市計画対象事

業実施区域内の１地点とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）大気質の状況 

    i 現地調査 

降下ばいじん量の現地調査手法は、表 5-2-1-5に示すとおり重量法（ダストジャーによ

る採取）による。 

 
表 5-2-1-5 調査項目及び調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 高さ 

大気質 降下ばいじん量 重量法（ダストジャーによる採取） 
地上 
３ｍ 

気象 
地上気象 

（風向、風速） 
「地上気象観測指針」に準拠（微風向風
速計による自動観測） 

地上 
30ｍ 

注）風向、風速は、旧施設の屋上での測定を計画している。 
 
    ii 情報の整理及び解析 

調査結果の整理・解析は、降下ばいじん量を季節別に把握する。 
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図 5-2-1-3 粉じん調査地域及び現地調査地点  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   （イ）気象の状況 

    i 現地調査 

気象の現地調査手法は、前述の表 5-2-1-5に示すとおりとする。 

    ii 情報の整理及び解析 

調査結果の整理・解析は、年間の風特性を把握するほか、表 5-2-1-6に示すビューフォ

ートの風力階級表に従って、強風時も含めて風力階級別の風の出現状況を整理する。 

 
表 5-2-1-6 ビューフォートの風力階級表（陸上） 

風力 

階級 
名称 

風速 

（ｍ／秒） 
説明 

０ 静穏    0－ 0.2 静穏、煙はまっすぐに昇る。 

１ 至軽風  0.3－ 1.5 風向は、煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 

２ 軽風  1.6－ 3.3 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 

３ 軟風  3.4－ 5.4 木の葉や細い小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 

４ 和風  5.5－ 7.9 砂ぼこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 

５ 疾風  8.0－10.7 葉のあるかん木がゆれはじめる。池や沼の水面に波がしらが立つ。 

６ 雄風 10.8－13.8 大枝が動く、電線が鳴る。かさは、さしにくい。 

７ 強風 13.9－17.1 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 

８ 疾強風 17.2－20.7 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 

９ 大強風 20.8－24.4 人家にわずかの損害がおこる。（煙突が倒れ、かわらがはがれる。） 

注）開けた平らな地面から 10ｍ高さにおける相当風速 

 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握する。 

   （エ）地形の状況 

地形図等の資料及び現地踏査により、標高や地形の起伏の状況を調査する。粉じんの飛

散に影響を与える地形の有無を把握する。 

 
   オ．調査期間等 

調査期間は、４季又は年間の気象の特性が把握できるように表 5-2-1-7に示すとおりと

する。 

 
表 5-2-1-7 調査期間・頻度 

調査事項 調査項目 調査地点 調査期間・頻度 

大気質 降下ばいじん量 都市計画対象事業実施区域 １ヵ月/１季×４季 

気象 
地上気象 

（風向、風速） 
都市計画対象事業実施区域 １年間連続 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-1-3参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、都市計画対象事業実施区域の敷地境界とする。予測地点の高さは地上1.5ｍ

とする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の稼働に伴う降下ばいじんの影響が最大となると想定される

代表的な時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量とする。 

   （イ）予測方法 

予測方法は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年 建設省）を参考に、

事例の引用又は解析により、降下ばいじん量の季節別平均値を予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測結果は、季節別に降下ばいじん量を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

粉じん等については環境基準が設定されていないことから、生活環境を保全するうえで

の目安（20t/km2/月）と降下ばいじんのバックグラウンド濃度が比較的高い地域の値

（10t/km2/月）との差から設定された「降下ばいじんに係る参考値：10ｔ/km2/月」（「面整

備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年 建設省））等と、予測結果を対比して評

価する。 
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（３）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）大気質の状況（環境濃度の状況） 

    i 窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx）） 

    ii 浮遊粒子状物質（SPM） 

   （イ）気象の状況：地上気象（風向・風速） 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）地形の状況 

   （オ）道路及び交通の状況 

   （カ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-1-4に示すとおり、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成

18年９月 環境省）を参考に、工事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要

道路沿道の住居等が存在する地域とし、主要地方道（千葉鎌ケ谷松戸線）または市境まで

の主要な搬出入ルート上とする。 

 
   ウ．調査地点 

   （ア）大気質の状況 

調査地点は、工事用車両の搬出入ルートを対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮した

代表的な３地点とする（図 5-2-1-4参照）。 

   （イ）気象の状況 

気象の状況は、文献その他資料による調査と現地調査により把握する。 

    i 文献その他の資料調査 

気象の状況は、大気環境常時測定局の測定結果（風向・風速）を用いる。 

    ii 現地調査 

調査地点は、大気質の状況の現地調査地点と同様とする（図 5-2-1-4参照）。 

   （ウ）道路及び交通の状況 

調査地点は、大気質の状況の現地調査地点と同様とする（図 5-2-1-4参照）。 
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図 5-2-1-4 沿道大気質調査・予測地点  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）大気質の状況 

    i 現地調査 

大気質の現地調査手法は、表 5-2-1-8に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-8 大気質現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 高さ 

大気質 

窒素酸化物 
日本産業規格「大気中の窒素酸化物自動計
測器（JIS B 7953）」に準拠 

地上 
1.5ｍ 

浮遊粒子状物質 
日本産業規格「大気中の浮遊粒子状物質自
動計測器（JIS B 7954）」に準拠 

地上 
３ｍ 

 
    ii 調査結果の整理及び解析 

ａ．環境基準等の達成状況 
調査結果を環境基準及び千葉県環境目標値と対比して達成状況を把握する。 

ｂ．濃度及びその変動の把握 
環境濃度の季節変化等を調査し、その特性を把握する。 

   （イ）気象の状況 

    i 文献その他資料調査 

地上気象は、大気環境常時測定局のうち、風向・風速の測定を行っている最寄りの観測

地点である松戸五香測定局（一般局、測定高さ14m）のデータを収集する。 

    ii 現地調査 

気象の現地調査手法は、表 5-2-1-9に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-9 気象現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 高さ 

気象 
地上気象 

（風向、風速） 
「地上気象観測指針」に準拠 
・風向、風速：微風向風速計 

地上 
３～５ｍ程度 

 
   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

道路沿道の保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握する。 

   （エ）地形の状況 

地形図等の資料及び現地踏査により、地形の起伏の状況を調査する。自動車排出ガスの

移流、拡散に影響を及ぼす地形の有無や、道路の勾配等を把握する。 

   （オ）道路及び交通の状況 

道路の状況として、道路の形状や横断面構成、車線数、規制速度等を調査する。 

交通の状況として、自動車交通量及び走行速度を調査する。 
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   （カ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 

・二酸化窒素に係る千葉県環境目標値 

・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間等 

   （ア）文献その他資料調査 

文献その他資料の調査期間は、過去５年間とする。 

   （イ）現地調査 

現地調査の調査期間・頻度は、４季の大気質・気象の特性が把握できるように表 5-2-1-

10に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-10 調査期間・頻度 

調査事項 調査項目 調査地点 調査期間・頻度 

大気質 
窒素酸化物 

浮遊粒子状物質 
３地点 ７日間/１季×４季 

気象 
地上気象 

（風向、風速） 
３地点 ７日間/１季×４季 

道路及び 
交通の状況 

交通量の状況 ３地点 
平日及び休日(土曜日)
の各１日(24 時間) 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-1-4参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、工事用車両の主要搬出入ルートを対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮

して、調査地点と同様の３地点とし（図 5-2-1-4）、道路端から150ｍまでの範囲とする。

なお、予測の高さは地上1.5ｍとする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両台数（年間の通行台数）が最も多くなる時期（１年間）と

する。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度とする。 

   （イ）予測方法 

大気拡散モデル（拡散式は有風時にプルーム式、無風時にパフ式）による年平均値を予

測する。また、拡散計算により得られた窒素酸化物濃度（NOx）を、二酸化窒素濃度（NO2）

に変換する必要がある。なお、大気拡散モデル及び変換式は、「国土技術政策総合研究所資

料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年３月 国土交通省

国土技術政策総合研究所）に示されている変換式を使用する。 

   （ウ）将来バックグラウンド濃度の設定 

将来バックグラウンド濃度は、予測地点に最寄りの一般環境大気質現地調査地点におけ

る四季平均値を用いる。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測項目ごとに道路断面方向の濃度減衰図により整理する。 

大気拡散計算により得られる二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度は年平均値であり、

環境基準（日平均値の環境基準）等と対比するために、日平均値の年間98％値又は日平均

値の２％除外値へ換算する必要がある。換算方法は、「国土技術政策総合研究所資料第714

号 道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術

政策総合研究所）に示されている換算式を使用する。 
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  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する方法 

浮遊粒子状物質については日平均値の２％除外値、二酸化窒素については日平均値の年

間98％値の予測結果を、環境基準又は千葉県環境目標値と対比して評価を行う。なお、各

項目の環境基準等は、表 5-2-1-4に示したとおりである。 
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土地又は工作物の存在及び供用 

（１）ばい煙又は粉じんの発生に伴う大気質 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）大気質の状況（環境濃度の状況） 

    i 二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx））、

浮遊粒子状物質（SPM） 

    ii 有害物質：塩化水素（HCl） 

    iii ダイオキシン類（DXN） 

    iv その他の物質：水銀（Hg）、微小粒子状物質（PM2.5） 

   （イ）気象の状況 

    i 地上気象：風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量 

    ii 上層気象：風向、風速、気温 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）地形の状況 

   （オ）発生源の状況 

   （カ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、「千葉県環境影響評価技術指針に係る参考資料」により、ボサンケ・サット

ンの拡散式による最大着地濃度出現地点までの距離が約2.5km、プルーム式による最大着

地濃度出現地点までの距離（1.1km）の２倍が約2.2kmと算出したことを踏まえ、図 5-2-1-

6に示すとおり都市計画対象事業実施区域を中心に半径3.0kmの範囲とする。最大着地濃度

出現地点の推定に使用した排出ガス諸元は次のとおりである。なお、煙突実体高は、都市

計画対象事業実施区域のうち工場棟及び煙突の建築予定地における地盤高が近隣よりも

約10ｍ低いことを考慮して45ｍとして算出した。 

・ 煙突実体高 ：55ｍ（45ｍで設定） 

・ 排出ガス量（湿り） ：54,000ｍ3
N/時 

・ 排出ガス温度 ：160℃ 

・ 吐出速度 ：30ｍ/秒 

・ 風速（地上 14ｍ） ：2.2ｍ/秒（松戸五香測定局の令和３年度の平均風速） 

・ 大気安定度 ：C-D 
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   ウ．調査地点 

   （ア）大気質の状況 

大気質の状況は、文献その他資料による調査と現地調査により把握する。 

    i 文献その他資料調査 

大気質に係る文献その他資料調査としては、調査地域及びその周辺に存在する以下の

一般環境大気測定局（２局）の測定結果を用いる。各測定局の測定項目を表 5-2-1-11に、

位置を図 5-2-1-5に示す。 

・ 松戸五香測定局（松戸市五香西２-40-10） 

・ 鎌ケ谷軽井沢測定局（鎌ケ谷市軽井沢 2060-32） 

 
表 5-2-1-11 各測定局の測定項目 

区分 測定局名 

調査項目 

二
酸
化
硫
黄 

窒
素
酸
化
物 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

塩
化
水
素 

水
銀 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

一般環境 
大気測定局 

松戸五香 
(松戸五香西) ○ ○ ○ ○ － － ○ 

鎌ケ谷軽井沢 △ ○ ○ ○ － － － 
注１）「－」は、測定していない項目を示す。 
注２）「△」は測定していない年度がある項目を示す。 
注３）松戸五香測定局は、同じ場所でダイオキシン類の測定（松戸五香西）も実施されている。 
 
    ii 現地調査 

大気質の現地調査地点は、都市計画対象事業実施区域における風特性及び周辺地域の

住居等の分布状況を考慮し、大気質の面的な状況を把握できるように、北北東、東、南南

東、西の４方向に設けた。このほか、都市計画対象事業実施区域内においても調査を行う。

調査地点の項目及び位置は表 5-2-1-12、図 5-2-1-6に示すとおりである。 

 
表 5-2-1-12 大気質現地調査項目と調査地点 

調査項目 

調査地点 

調査期間・頻度等 
地点１ 

(都市計画 
対象事業 
実施区域) 

周辺地域 
地点２ 

(北北東側) 
地点３ 
(東側) 

地点４ 
(南南東側) 

地点５ 
(西側) 

二酸化硫黄 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
窒素酸化物 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
浮遊粒子状物質 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
微小粒子状物質 ○ － － － － ７日間/１季×４季 
塩化水素 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
水銀 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
ダイオキシン類 ○ ○ ○ ○ ○ ７日間/１季×４季 
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図 5-2-1-5 大気質調査地点（既存文献）  

出典：「令和３年度 大気環境常時測定結果」（令和４年12月 千葉県） 
 
この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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図 5-2-1-6 大気質調査地点（現地調査）  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   （イ）気象の状況 

気象の状況は、文献その他資料による調査と現地調査により把握する。 

    i 文献その他資料調査 

地上気象は、一般環境大気測定局の測定結果を用いる。 

    ii 現地調査 

地上気象（風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量）及び上層気象の現地調査地

点は、都市計画対象事業実施区域内とした。また、地上気象（風向、風速）の現地調査地

点は、大気質現地調査地点における周辺地域４地点とした。各調査地点の調査項目は表 

5-2-1-13に示すとおりである。 

 
表 5-2-1-13 気象の現地調査項目と調査地点 

調査項目 

調査地点 

調査期間・頻度 対象事業 
実施区域 

周辺地域 
（大気質調査地
点：４地点） 

地上気象 
（風向、風速、気温、湿度、日
射量、放射収支量） 

○ － 1 年間連続 

地上気象 
（風向、風速） 

－ ○ ７日間/１季×４季 

上層気象 ○ － ７日間/１季×４季 
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   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）大気質の状況 

    i 文献その他資料調査 

大気質の状況は、「1.（１）樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質」と同様とする。 

    ii 現地調査 

大気質の現地調査手法は、表 5-2-1-14 に示すとおりとする。 

 
表 5-2-1-14 大気質現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 高さ 

大気質 

二酸化硫黄 
日本産業規格「大気中の二酸化硫黄自動計測器（JIS B 7952）」
に準拠 

地上 

1.5ｍ 

窒素酸化物 
日本産業規格「大気中の窒素酸化物自動計測器（JIS B 7953）」
に準拠 

地上 

1.5ｍ 

浮遊粒子状物質 
日本産業規格「大気中の浮遊粒子状物質自動計測器（JIS B 
7954）」に準拠 

地上 

３ｍ 

微小粒子状物質 
「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」
（平成 21 年 9月 環境省告示第 33 号）に定める方法 

地上 

1.5ｍ 

塩化水素 
「大気汚染物質測定法指針第３章 20」環境大気中の塩化物測定
法（昭和 62 年 環境庁）に準拠 

地上 

1.5ｍ 

水銀 
「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（平成 31 年３月（令
和５年５月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課）に準拠 

地上 

1.5ｍ 

ダイオキシン類 
「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」 
（令和４年３月 環境省）に準拠 

地上 

３ｍ 

 
    iii 情報の整理及び解析 

ａ．環境基準等の達成状況 
調査結果を環境基準及び千葉県環境目標値等と対比して達成状況を把握する。 

ｂ．濃度及びその変動の把握 
環境濃度の経年変化や季節変化等を調査し、その特性を把握する。 

   （イ）気象の状況 

    i 文献その他資料調査 

気象の状況は、「1.（１）樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工

事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械の稼働による大気質」と同様とする。 
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    ii 現地調査 

気象の現地調査手法は、表 5-2-1-15 に示すとおりとする。 
 

表 5-2-1-15 気象現地調査方法 

調査事項 調査項目 調査方法 

気象 

地上気象 

（風向、風速、気温、

湿度、日射量、放射

収支量） 

「地上気象観測指針」に準拠 

風向、風速：微風向風速計（地上 30ｍ） 

気温、湿度：隔測温湿度計（地上 1.5ｍ） 

日 射 量：全天日射計（地上 30ｍ） 

放射収支量：放射収支計（地上 1.5ｍ） 

上層気象 風向、風速、気温 
「高層気象観測指針」に準拠 

（気温、風向、風速：低層 GPS ゾンデ） 

注）風向、風速、日射量は、旧施設の屋上での測定を計画している。 
 

    iii 情報の整理及び解析 

ａ．地上気象の整理・解析 
地上気象調査結果に基づき、風向別・風速階級別・大気安定度別の風の出現状況を整理す

る。また、文献そのた資料調査の結果は、現地調査期間と同様の１年間のデータと過去 10

年間のデータを比較して異常年検定を行う。大気安定度の分類は、パスキルの大気安定度分

類表による。 

ｂ．上層気象の整理・解析 
上層気象調査結果及び既存資料を用いて、地上風と上層風の関連を把握し、予測のための

基礎資料とする。また、気温の鉛直分布について整理・解析し、接地逆転層や上層逆転層の

出現傾向を把握することにより、特殊条件下の大気質の短期高濃度予測のための基礎資料と

する。 
   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居（高層住居含む）、学校等の分布状況を把握する。 

   （エ）地形の状況 

地形図等の資料及び現地踏査により、標高や地形の起伏の状況を調査する。大気質の拡

散に影響を及ぼす地形の有無を把握する。 

   （オ）発生源の状況 

既存資料及び現地踏査により、大気汚染に係る主な発生源の状況を調査する。固定発生

源としては工場・事業場等、移動発生源としては自動車を対象とする。 

   （カ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 
・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準、排出基準 
・二酸化窒素に係る千葉県環境目標値 
・大気汚染防止法に基づく規制基準 
・その他必要な基準  



 

75 

 
   オ．調査期間 

   （ア）文献その他資料調査 

文献その他資料の調査期間は、過去５年間とする。なお、異常年検定を行う気象要素に

ついては、基準年を含めて11年間分のデータを用いる。 

   （イ）現地調査による情報の収集 

現地調査の調査期間・頻度は、４季又は年間の大気質・気象の特性が把握できるように

前述の表 5-2-1-12及び表 5-2-1-13に示したとおりとする。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-1-6参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地域の面的な影響濃度分布を予測するほか、最大着地濃度地点や現地調査地点等に

おける濃度を予測する。 

予測地点の高さは地上1.5ｍとする。なお、予測地域に高層住居が存在する場合は予測地

点の高さについて検討する。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、表 5-2-1-16に示すとおりとし、長期平均濃度（年間の予測）と短期高濃度

（高濃度となる１時間値の予測）を行う。水銀及びダイオキシン類については評価の基準

となる環境基準が年平均値で定められているため長期平均濃度予測のみを行う。塩化水素

については、評価基準が１時間値であるため短期高濃度予測のみを行う。 

 
表 5-2-1-16 大気質予測項目 

項目 
区分 

二酸化 
硫黄 

二酸化 
窒素 

浮遊粒子

状物質 
塩化 
水素 水銀 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

長期平均 
濃度予測 

○ ○ ○ － ○ ○ 

短期 
高濃度予測 

○ ○ ○ ○ － － 

 
   （イ）予測方法 

    i 長期平均濃度予測 

ａ．予測式等 
大気拡散モデル（拡散式は有風時にプルーム式、無風時にパフ式）による定量的予測

を行う。拡散パラメータはパスキル・ギフォード線図による。なお、大気拡散モデル及

び拡散パラメータは、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成12年12月 公害研

究対策センター）に示されているモデルを使用する。 

ｂ．有効煙突高の設定 
有風時はCONCAWE（コンケイウ）式を、無風時はBriggs（ブリッグス）式を用いる。 
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ｃ．煙源条件 
「第２章 都市計画対象事業の名称、目的及び内容」に示した煙源条件（煙突高さ及

び排出ガス諸元）を用いる。なお、煙突実体高は、都市計画対象事業実施区域のうち工

場棟及び煙突の建築予定地における地盤高が近隣よりも約10ｍ低いことを考慮して45

ｍとする。 

ｄ．気象条件 
現地調査により得られた都市計画対象事業実施区域における通年の気象観測結果を

用いる。また、上空風の推定にあたっては、上層気象観測結果を参考にする（ベキ乗則

による補正式）。 

ｅ．その他の予測条件 
ａ）予測濃度の重合計算手法 

年平均濃度の予測にあたっては、季節別、時間帯別、風向別、風速階級別、大気安定度

別に類型化した気象条件ごとに影響濃度を計算し、上記気象条件ごとの出現頻度を考慮し

て重合計算を行う。 
ｂ）将来バックグラウンド濃度の設定 

将来バックグラウンド濃度は、現地調査により得た環境濃度を用いる。最大着地濃度地

点は最寄りの現地調査地点における四季平均値、現地調査地点は各地点の四季平均値を用

いる。 
ｃ）二酸化窒素変換式 

大気拡散計算により得られた窒素酸化物濃度（NOx）を、二酸化窒素濃度（NO2）に変換す

る必要がある。変換式は指数近似モデルⅠ等を使用する。 

ｄ）日平均値の年間 98％値又は日平均値の２％除外値への換算 

大気拡散計算により得られる各濃度は年平均値であり、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質を環境基準（日平均値の環境基準）等と対比するために、日平均値の年間 98％

値又は日平均値の２％除外値へ換算する必要がある。換算方法は、周辺地域の一般環境大

気測定局における過去の測定データを用いて、年平均値と日平均値の年間 98％値又は日平

均値の２％除外値の関係を統計的に求める方法とする。 

長期平均濃度予測の内容は、表 5-2-1-17 に示すとおりである。 
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表 5-2-1-17 長期平均濃度予測の内容 

項目 内容 

大気拡散モデル 
有風時：点源プルーム式 

無風時：点源パフ式 

拡散パラメータ パスキル・ギフォード線図 

予測項目 

・NO2：日平均値の年間 98％値 

・SO2、SPM：日平均値の２％除外値 

・ダイオキシン類、水銀：年平均値 

有効煙突高算出式 
有風時：CONCAWE（コンケイウ）式 

無風時：Briggs（ブリッグス）式 

二酸化窒素への変換式 指数近似モデルⅠ 

煙源条件 事業計画に基づき設定する。（24 時間連続稼働） 

気象条件（風向、風速、大気安定度） 都市計画対象事業実施区域で実施する現地調査結果 

将来のバックグラウンド濃度 現地調査結果を基に設定 

 
    ii 短期高濃度予測 

ａ．予測の対象 
煙突排出ガスにより周辺環境への高濃度の影響が想定される条件を設定して、短時間（１

時間値）の予測を行う。事業計画及び立地特性に基づき、次の５つの事象を対象とする。（図 

5-2-1-7 参照） 

・ 大気安定度不安定時 
・ 上層気温逆転時（リッド状態） 
・ 接地逆転層崩壊時 
・ ダウンウォッシュ時 
・ ダウンドラフト時 
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図 5-2-1-7 高濃度が予想される条件の説明図 

 
ｂ．予測式等 

大気拡散モデルは、技術指針のほか、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12

年 12 月 公害研究対策センター）、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61

年６月 厚生省監修）、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年９月 環境省）、

その他調査研究等に基づいて、それぞれの予測対象ごとに適切なモデルを採用する。 

短期高濃度予測における各事象の予測方法は、表 5-2-1-18 に示すとおりである。 

  

不安定 

中 立 

安 定 

●大気安定度不安定時 
安定時、中立時に比べて拡散が活発で、近傍
の着地濃度が大きくなる状態を予測する。 

（煙突実体高） 

（有効煙突高） 
He 

Ho 

逆転層下面の高さ 

● 上層気温逆転時 
上空の逆転層の底を境界に、上方への拡散が妨げら
れ、下方へ反射してくる状況を予測する。 

 

気温 

高
度 

崩
壊
す
る
高
さ 

● 接地逆転層崩壊時 
接地逆転層が日の出とともに解消し、安定な接地逆転層内に留ま

っていた煙が短時間に拡散して地表へ到達する状況を予測する。 風 

煙 

煙突 

吐出速度の 
２／３以上 

の風速 

● ダウンウォッシュ時 
横風が強い場合に、煙の浮力による上昇ができず、煙

突背後の負圧域に引き込まれるように地上へ到達す

る状況を予測する。 

● ダウンドラフト時 
煙突の高さが周辺の建物等の高さの2.5倍以下の場合に、建
物等の影響によって生じる乱流域に排出ガスが巻きこまれ

る状況を予測する。 
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表 5-2-1-18 短期高濃度予測の内容 

項目 内容 

大気拡散 

モデル等 

大気安定度不安定時 
プルーム式を用いる。 

不安定時の大気安定度の条件で予測する。 

上層気温逆転時 

プルーム式を基本とし、上空に気温逆転層が存在する条件を

対象として、上空の逆転層下面と地表面の間で煙流の反射が

繰り返されると想定する式による。 

接地逆転層崩壊時 

「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（厚生省監修）

に示されるＴＶＡモデル（カーペンターモデル）を用い、接

地逆転層内に留まっていた煙が、日の出とともに解消して、

短時間に地表へ到達する状況を予測する。 

ダウンウォッシュ時 

プルーム式を基本とし、吐出速度の２/３以上の風速の条件に

おいて、煙の浮力による上昇ができず、煙突背後の負圧域に

引き込まれるように地上へ到達する状況を予測する。 

ダウンドラフト時 

「窒素酸化物総量規制マニュアル(新版)」（公害研究対策セン

ター）及び「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（厚

生省監修）における大気拡散式による。 

煙源条件 事業計画に基づき設定する。 

気象条件 最大影響濃度となる条件 

 
ｃ．有効煙突高の設定 

大気安定度不安定時及び接地逆転層崩壊時の有効煙突高の設定は、「ⅰ．長期平均濃度予

測（１）有効煙突高の設定」と同様とする。 

上層気温逆転時は、「ⅰ．長期平均濃度予測（１）有効煙突高の設定」と同様とし、逆転

層下面高度は、煙流が逆転層により反射する高度として有効煙突高に等しくなる条件とする。 

煙突自体によるダウンウォッシュ発生時は、排ガス上昇量を考慮せず、煙突実体高以下の

高さとする。 

煙突に近接する建物などによるダウンドラフト発生時は、CONCAWE（コンケイウ）式及び

Huber（フーバー）式を用いる。 

ｄ．煙源条件 

「第２章 都市計画対象事業の名称、目的及び内容」に示した煙源条件（煙突高さ及び排

出ガス諸元）を用いる。 

ｅ．気象条件 

気象の現地調査結果を参考にし、影響が最大になると想定される気象条件（風向、風速、

大気安定度、逆転層など）を設定する。 
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ｆ．その他の予測条件 
ａ）将来バックグラウンド濃度の設定 

将来バックグラウンド濃度は、都市計画対象事業実施区域最寄りの一般環境大気測定局

における最新年度の１時間値の最高値とする。なお、１時間値の最高値は、５つの各予測

ケースにおいて、最大付加濃度が出現する気象条件に該当する時間帯の値から設定する。

なお、一般環境大気測定局において測定を行っていない塩化水素については、現地調査結

果の日平均値の最高値を用いる。 

ｂ）窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換 

窒素酸化物濃度から二酸化窒素濃度への変換は、「ⅰ．長期平均濃度予測 ｃ）二酸化窒

素変換式」と同様とする。 

 

   オ．予測結果の整理 

   （ア）長期平均濃度予測 

予測項目ごとに予測地域内の影響を等濃度線図で示すとともに、最大着地濃度及び着地

位置を整理する。 

   （イ）短期高濃度予測 

予測項目ごとに影響が最大となる気象条件での最大着地濃度とその出現頻度及び出現

距離を整理する。 
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  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

   （ア）長期平均濃度の評価 

二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質は日平均値の２％除外値、二酸化窒素は日平均値の年間

98％値、水銀及びダイオキシン類については年平均値の予測結果を、環境基準、千葉県環

境目標値等と対比して評価を行う。なお、各項目の環境基準等は、表 5-2-1-19に示すとお

りである。 

 
表 5-2-1-19 環境基準等（長期平均濃度） 

物質名 環境基準等 備考 

二酸化硫黄 0.04ppm 以下 日平均値の２％除外値、環境基準 

二酸化窒素 
0.04ppm～0.06ppm の 
ゾーン内又はそれ以下 

日平均値の年間 98％値、環境基準 
（千葉県環境目標値は 0.04ppm） 

浮遊粒子状物質 0.10mg/ｍ3以下 日平均値の２％除外値、環境基準 

水銀 0.04μgHg/ｍ3以下 
年平均値、環境中の有害大気汚染物質による健康リスク
の低減を図るための指針となる数値（平成 15 年７月 
中央環境審議会） 

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/ｍ3以下 年平均値、環境基準 

 
   （イ）短期高濃度の評価 

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び塩化水素は、短期高濃度（１時間値）の

予測結果を環境基準等と対比して評価を行う。なお、各項目の環境基準等は、表 5-2-1-20

に示すとおりである。 

 
表 5-2-1-20 環境基準等（短期高濃度） 

項目 環境基準等 備考 

二酸化硫黄 0.1ppm 以下 １時間値、環境基準 

二酸化窒素 0.1～0.2ppm 以下 
１時間値、二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等
について 
（昭和 53年３月 中央公害対策審議会答申） 

浮遊粒子状物質 0.20mg/ｍ3以下 １時間値、環境基準 

塩化水素 0.02ppm 以下 
１時間値、環境庁大気保全局長通達 
（昭和 52年６月 環大規第 136 号） 
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（２）排出ガス（自動車等）に伴う沿道大気質 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）大気質の状況（環境濃度の状況） 

    i 窒素酸化物（一酸化窒素（NO）、二酸化窒素（NO2）、窒素酸化物（NOx）） 

    ii 浮遊粒子状物質（SPM） 

   （イ）気象の状況：地上気象（風向・風速） 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）地形の状況 

   （オ）道路及び交通の状況 

   （カ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

「１．（３）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」と同様に、

主要地方道（千葉鎌ケ谷松戸線）または市境までの主要な搬出入ルート上とする（図 5-2-

1-4参照）。 

 
   ウ．調査地点 

「１．（３）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」と同様とす

る。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

「１．（３）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」と同様とす

る。 

 
   オ．調査期間等 

「１．（３）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による沿道大気質」と同様とす

る。 

 

  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-1-4参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、廃棄物運搬車両の主要搬出入ルートを対象に、沿道の住居等の分布状況を

考慮して、調査地点と同様の３地点とし（図 5-2-1-4）、道路端から150ｍまでの範囲とす

る。なお、予測の高さは地上1.5ｍとする。 
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   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

    i 二酸化窒素 

    ii 浮遊粒子状物質 

   （イ）予測方法 

プルーム式及びパフ式を用いた拡散シミュレーションにより、長期平均濃度を予測する。 

拡散計算により得られた窒素酸化物濃度（NOx）を、二酸化窒素濃度（NO2）に変換する

必要がある。変換にあたって、「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価

の技術手法（平成24年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示

されている変換式を使用する。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測項目ごとに道路断面方向の濃度減衰図により整理する。 

大気拡散計算により得られる二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度は年平均値であり、

環境基準（日平均値の環境基準）等と対比するために、日平均値の年間98％値又は日平均

値の２％除外値へ換算する必要がある。換算方法は、「国土技術政策総合研究所資料第714

号 道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術

政策総合研究所）に示されている換算式を使用する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する方法 

浮遊粒子状物質については日平均値の２％除外値、二酸化窒素については日平均値の年

間98％値の予測結果を、環境基準又は千葉県環境目標値と対比して評価を行う。なお、各

項目の環境基準等は、表 5-2-1-4に示したとおりである。 
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5-2-2 水質 

工事の実施 

（１）切土又は盛土、仮設工事及び基礎工事に伴う水質 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）水質等の状況（水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（SS）） 

   （イ）流況等の状況 

   （ウ）気象（降水量）の状況 

   （エ）土質の状況 

   （オ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-2-1に示すとおり、本事業の工事中において降雨時の濁水やコンク

リート打設によるアルカリ排水による影響を受けるおそれがある公共用水域とする。 

 
   ウ．調査地点 

   （ア）水質等の状況 

調査地点は、図 5-2-2-1に示すとおり、本事業の工事中における排水が流入する上大津

川の２地点とする。調査地点は、排水箇所の上流側と下流側とする。 

   （イ）流況等の状況 

「（ア）水質等の状況」と同様とする。 

   （ウ）気象の状況 

都市計画対象事業実施区域最寄りの気象測定局である船橋観測所（都市計画対象事業実

施区域から南東側約11.4km）とする。 

   （エ）土質の状況 

都市計画対象事業実施区域内の１地点以上とする。なお、令和５年度内に実施されるボ

ーリング調査結果報告書等の既存資料により、調査地点数や深度を検討する。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）水質等の状況 

    i 現地調査 

現地調査手法は、「水質調査方法」（昭和46年９月30日 環境庁水質保全局）に準拠し採

水を行い、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月 環境庁告示第59号）に準

拠して分析を実施する。 

    ii 情報の整理及び解析 

ａ．環境基準の達成状況 
調査結果を環境基準と対比して達成状況を把握する。 

ｂ．濃度及びその変動の把握 
降雨時における濃度の時間変化を整理し、その特性を把握する。  
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   （イ）流況等の状況 

    i 現地調査 

現地調査手法は、「水質調査方法」（昭和46年９月 環境庁水質保全局）に準拠し、水位、

流量、流速を把握する。 

    ii 情報の整理及び解析 

河川の特性及び流況特性を把握する。 

   （ウ）気象の状況 

既存資料として船橋観測所における降雨量の観測データの収集及び整理を行う。 

   （エ）土質の状況 

    i 現地調査 

調査地点の土壌を採取し、沈降試験を実施する。沈降試験は、「千葉県環境影響評価技

術指針に係る参考資料」（平成13年４月 千葉県）資料１（土壌沈降試験による濁水濃度

の推定手順）による。 

    ii 情報の整理及び解析 

土壌の沈降特性を把握する。 

   （オ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 
・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

    i 文献その他資料調査 

文献その他資料の調査期間は、過去10年間とする。 

    ii 現地調査 

調査期間は、２季（渇水期、豊水期）に各１回及び降雨時に２回（１降雨時あたりの採

水回数は５回程度）実施する。 
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図 5-2-2-1 水質現地調査地点  

この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-2-1参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事排水による影響が最大となると想定される時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、浮遊物質量（SS）、水素イオン濃度（pH）とする。 

   （イ）予測方法 

工事計画、濁水防止対策等の内容を勘案し、公共用水域へ放流する工事排水が現況の水

質に与える影響を定量的または定性的に予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測結果は、工事計画、濁水防止対策等とともに整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにする。 
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5-2-3 水文環境 

工事の実施 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）水文環境の状況 

    i 地形及び地質の状況 

    ii 地下水位の状況 

   （イ）地下水利用の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、都市計画対象事業実施区域内とする。 

 
   ウ．調査地点 

調査地点は、図 5-2-3-1に示す都市計画対象事業実施区域内の３地点とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）水文環境の状況 

    i 文献その他資料調査 

地形、地質の状況は、令和５年度内に実施されるボーリング調査結果報告書等の既存資

料により整理する。 

    ii 現地調査 

地下水位は、調査地点において自記水位計を用いて年間の状況を把握する。 

   （イ）地下水利用の状況 

利用されている井戸等について、既存資料が存在する場合はそのデータを整理する。ま

た、必要に応じて、地元住民等に対して既存井戸等の利用状況をヒアリングする。 

 
   オ．調査期間等 

地下水位について、１年間の測定を行う。 
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図 5-2-3-1 地下水位調査地点  

この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-3-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間において、影響が最大となると想定される、ごみピット等の

地下工作物の掘削工事の時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、地下水位の変化とする。 

   （イ）予測方法 

現況調査結果及び事業計画を踏まえ、工法や掘削範囲・深度、地下水位の標高を整理し、

地下水対策等の内容を勘案し、地下水位に与える影響を定性的に予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

事例の引用及び事業計画に基づく環境保全対策の内容を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにする。 

 

 



 

92 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の存在等に伴う水文環境 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）水文環境の状況 

    i 地形及び地質の状況 

    ii 地下水位の状況 

   （イ）地下水利用の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、都市計画対象事業実施区域内とする。 

 
   ウ．調査地点 

「１．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境」

と同様とする（図 5-2-3-1参照）。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）水文環境の状況 

「１．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境」

と同様とする。 

   （イ）地下水利用の状況 

「１．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境」

と同様とする。 

 
   オ．調査期間等 

「１．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文環境」

と同様とする。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-3-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態になった時期とする。 
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   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、ごみピット等の地下工作物の設置に伴う影響とする。 

   （イ）予測方法 

現況調査結果を踏まえ、類似事例の参照及び本事業の事業計画の内容を勘案して定性的

に予測を行う。 

 
   オ．予測結果の整理 

事例の引用及び事業計画に基づく環境保全対策の内容を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにする。 
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5-2-4 騒音及び超低周波音 

騒音 

（１）工事の実施 

  ① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置

工事に伴う建設機械の稼働による騒音 

   ア．調査の手法 

   （ア）調査すべき情報 

    i 騒音の状況 

    ii 土地利用の状況 

    iii 法令による基準等 

 
   （イ）調査地域 

調査地域は、図 5-2-4-1に示すとおり、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(平成

18年９月 環境省)を参考に、騒音の距離減衰等を考慮して都市計画対象事業実施区域か

ら概ね100ｍとする。 

 
   （ウ）調査地点 

調査地点は、都市計画対象事業実施区域敷地境界の代表地点として、図 5-2-4-1に示す

４地点とする。 

 
   （エ）調査の基本的な手法 

    i 騒音の状況 

ａ．現地調査 
「騒音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編」（平成 27 年 10 月 環境省）等に

基づき、等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音レベル（LA5、LA50、LA95）の測定を実施する。測

定の高さは地上 1.2ｍとする。 

ｂ．情報の整理及び解析 

時間区分別の等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音レベル（LA5、LA50、LA95）を整理し、騒音

レベル状況の把握、環境基準、規制基準等との比較を行う。 

    ii 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地域

等の指定状況に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 

    iii 法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・騒音規制法に基づく規制基準 

・松戸市公害防止条例に基づく規制基準 

・その他必要な基準  
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図 5-2-4-1 環境騒音・超低周波音・振動調査地点 

この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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   （オ）調査期間 

現地調査は、調査地域の騒音の季節変動等が小さいと考えられることから、代表的な騒

音の状況を把握することができる平日の１日（24時間）に実施する。 

 
   イ．予測の手法 

   （ア）予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   （イ）予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね100ｍの範囲内において、面的な騒音レベルの分布を

予測するとともに、敷地境界上の最大地点を予測する。予測の高さは地上1.2ｍとする（図 

5-2-4-1参照）。 

 
   （ウ）予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械による騒音の影響が最大となる代表的な時期とする。 

 
   （エ）予測の基本的な手法 

    i 予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う騒音レベル（LA5）とする。 

    ii 予測方法 

工事工程に基づいて、使用する建設機械の種類、規格、位置、作業内容等を明らかにし、

伝搬理論計算式により予測する。 

 
   （オ）予測結果の整理 

予測地域内の騒音の発生状況を等騒音線図で示すとともに、最大騒音レベル及びその位

置を示す。 

 
   ウ．評価の手法 

   （ア）環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   （イ）環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

建設作業騒音の予測結果を、騒音規制法及び松戸市公害防止条例に基づく規制基準と対

比して評価する。 

 
  



 

97 

  ② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音 

   ア．調査の手法 

   （ア）調査すべき情報 

    i 騒音の状況 

    ii 土地利用の状況 

    iii 道路及び交通の状況 

    iv 法令による基準等 

 
   （イ）調査地域 

調査地域は、図 5-2-4-2に示すとおり、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(平成

18年９月 環境省)を参考に、工事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要

道路沿道の住居等が存在する地域とし、都市計画対象事業実施区域周辺の主要な搬出入ル

ート上とする。 

 
   （ウ）調査地点 

調査地点は、図 5-2-4-2に示すとおり、工事用車両の搬入道路を対象に、沿道の住居等

の分布状況を考慮して、代表的な３地点の道路端とする。測定の高さは地上1.2ｍとする。 

 
   （エ）調査の基本的な手法 

    i 騒音の状況 

ａ．現地調査 
「騒音に係る環境基準の評価マニュアル 道路に面する地域編」（平成 27 年 10 月 環境

省）等に基づき、等価騒音レベル（LAeq）及び時間率騒音レベル（LA5、LA50、LA95）の測定を実

施する。 

ｂ．情報の整理及び解析 

時間区分別の等価騒音レベル（LAeq）、時間率騒音レベル（LA5、LA50、LA95）を整理し、騒音

レベル状況の把握、環境基準、規制基準等との比較を行う。 

    ii 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を把握する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地域

等の指定状況に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 
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    iii 道路及び交通の状況 

ａ．現地調査 
道路の状況として、騒音調査地点における道路の形状や横断面構成、車線数、規制速度等

を調査する。 

交通の状況として、図 5-2-4-2 に示すとおり、自動車交通量及び走行速度を３地点（騒

音調査地点）で実施する。 

車種分類は、大型車、小型車、二輪車とする。 

走行速度の調査は、騒音調査地点において、上下方向別に時間帯毎に 10 台程度を観測す

る。 

ｂ．情報の整理及び解析 
道路の状況の調査結果を道路断面図に整理し、自動車交通量及び走行速度の調査結果を時

間帯別・方向別に整理する。 
    iv 法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 

・騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

・その他必要な基準 

 
   （オ）調査期間 

騒音の現地調査は、調査地域の代表的な騒音の状況を把握することができる平日及び休

日（土曜日）の各１日（24時間/日）とする。 

その他、自動車交通量は24時間、走行速度は16時間の調査を、騒音調査と同一回に行う。 
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図 5-2-4-2 道路交通騒音・振動調査・予測地点及び交通量調査地点 

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   イ．予測の手法 

   （ア）予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   （イ）予測地点 

調査地点と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   （ウ）予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の台数が最大となる時期（ピーク日）とする。 

 
   （エ）予測の基本的な手法 

    i 予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）とする。 

    ii 予測方法 

予測は、(一社)日本音響学会の「ASJ RTN-Model 2018」を用いて行う。 

 
   （オ）予測結果の整理 

予測地点における将来騒音レベルと現況からの増加量を整理する。 

 
   ウ．評価の手法 

   （ア）環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   （イ）環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

騒音の予測結果を、環境基本法に基づく環境基準と対比して評価する。 
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（２）土地又は工作物の存在及び供用 

  ① 施設の稼働に伴う騒音 

   ア．調査の手法 

   （ア）調査すべき情報 

    i 騒音の状況 

    ii 土地利用の状況 

    iii 発生源の状況 

    iv 法令による基準等 

 
   （イ）調査地域 

「（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様に、敷地境界から概ね100ｍと

する（図 5-2-4-1参照）。 

 
   （ウ）調査地点 

「（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   （エ）調査の基本的な手法 

「（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする。 

発生源の状況は、既存資料及び現地踏査により、騒音に係る主要な発生源（工場・事業

場、道路交通等）の分布を調査する。法令による基準等は、次の内容を調査する。 

・騒音規制法に基づく規制基準 

・松戸市公害防止条例に基づく規制基準 

・その他必要な基準 

 
   （オ）調査期間 

「（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする。 
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   イ．予測の手法 

   （ア）予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   （イ）予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね100ｍの範囲内において、面的な騒音レベルの分布を

予測するとともに、敷地境界上の最大地点を予測する。予測の高さは地上1.2ｍとする（図 

5-2-4-1参照）。 

 
   （ウ）予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

 
   （エ）予測の基本的な手法 

    i 予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴う騒音レベル（LA5）とする 

    ii 予測方法 

施設に配置する騒音源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、伝搬理論計算式

により予測する。 

 
   （オ）予測結果の整理 

予測地域内の騒音の発生状況を等騒音線図で示すとともに、最大の騒音レベル及びその

位置を示す。 

 
   ウ．評価の手法 

   （ア）環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で都市

計画対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明

らかにする。 

 
   （イ）環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

騒音の予測結果を、騒音規制法、松戸市公害防止条例に基づく規制基準と対比して評価

する。 
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  ② 廃棄物の運搬に伴う道路交通騒音 

   ア．調査の手法 

   （ア）調査すべき情報 

    i 騒音の状況 

    ii 土地利用の状況 

    iii 道路及び交通の状況 

    iv 法令による基準等 

 
   （イ）調査地域 

「（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音」と同様

に、都市計画対象事業実施区域周辺の主要な搬出入ルート上とする。 

 
   （ウ）調査地点 

「（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音」と同様

とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   （エ）調査の基本的な手法 

「（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音」と同様

とする。 

 
   （オ）調査期間 

「（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒音」と同様

とする。 

 

   イ．予測の手法 

   （ア）予測地域 

調査地域と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   （イ）予測地点 

調査地点と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   （ウ）予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 
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   （エ）予測の基本的な手法 

    i 予測項目 

予測項目は、廃棄物運搬車両の走行に伴う等価騒音レベル（LAeq）とする。 

    ii 予測方法 

予測は、(一社)日本音響学会の「ASJ RTN-Model 2018」を用いて行う。 

 
    iii 予測結果の整理 

予測地点における将来騒音レベルと現況からの増加量を整理する。 

 
   ウ．評価の手法 

   （ア）環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   （イ）環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

騒音の予測結果を、環境基本法に基づく環境基準と対比して評価する。 
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超低周波音 

（１）土地又は工作物の存在及び供用 

  ① 施設の稼働に伴う超低周波音 

   ア．調査の手法 

   （ア）調査すべき情報 

    i 超低周波音等の状況 

超低周波音（20Hz以下の音）とともに、低周波音（20Hz～100Hzまでの音）の状況につ

いても調査を行う。 

    ii 土地利用の状況 

 
   （イ）調査地域 

超低周波音の距離減衰等を考慮して、都市計画対象事業実施区域から概ね100ｍの範囲

とする。 

 
   （ウ）調査地点 

「（２）① 施設の稼働による騒音」と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   （エ）調査の基本的な手法 

    i 超低周波音等の状況 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成12年10月 環境庁）に基づき実施す

る。 

    ii 土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握する。 

 
   （オ）調査期間 

「（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及

び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする。 
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   イ．予測の手法 

   （ア）予測地域 

調査地域と同様とする。 

 
   （イ）予測地点 

超低周波音等に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、敷地境界付近を予測地点と

する。予測の高さは地上1.2ｍとする。 

 
   （ウ）予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

 
   （エ）予測の基本的な手法 

    i 予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴う超低周波音等とする。 

    ii 予測方法 

施設に配置される発生源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、類似事例の参

照及び環境保全措置の内容を明らかにすることにより予測する。 

 
   （オ）予測結果の整理 

環境保全措置の内容及び引用した事例の内容を整理する。 

 
   ウ．評価の手法 

   （ア）環境影響の回避・低減に係る評価 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   （イ）基準又は目標との整合性に係る評価 

超低周波音等に関する基準等が定められていないことから、超低周波音等による人体や

建具等への影響に関する調査研究から得られた科学的知見等を参考にして評価を行う。 
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5-2-5 振動 

工事の実施 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工

事に伴う建設機械の稼働による振動 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）振動の状況 

   （イ）地盤及び土質の状況 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

「5-2-4 １．（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、

基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様に、敷地境界から概

ね100ｍとする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-4 １．（１）① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、

基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする（図 5-2-4-1

参照）。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）振動の状況 

    i 現地調査 

「振動レベル測定方法（JIS Z 8735）」、「道路交通振動測定マニュアル」（令和４年6月 

環境省）等に基づき、振動レベル（L10、L50、L90）の測定を実施する。 

    ii 情報の整理及び解析 

時間率振動レベル（L10、L50、L90）を整理し、振動レベル状況の把握、規制基準等との比

較を行う。 

   （イ）地盤及び土質の状況 

令和５年度内に実施されるボーリング調査結果報告書等の資料を収集し、地盤構造、軟

弱地盤の有無、土質の状況について調査する。 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を調査する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地域

の指定状況等に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 
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   （エ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・振動規制法に基づく規制基準 

・松戸市公害防止条例に基づく規制基準 

・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

現地調査は、調査地域の振動の季節変動等が小さいと考えられることから、代表的な振

動の状況を把握することができる平日の１日（24時間）に実施する。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   イ．予測地点 

調査地域とした敷地境界から概ね100ｍの範囲内において、振動レベルの分布を予測す

るとともに、敷地境界上の最大地点を予測する（図 5-2-4-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械による振動の影響が最大となる代表的な時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う振動レベル（L10）とする。 

   （イ）予測方法 

工事工程に基づいて、使用する建設機械の種類、規格、位置、作業内容等を明らかにし、

伝搬理論計算式により予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測地域内の振動の発生状況を等振動線図で示すとともに、最大振動レベル及びその位

置を示す。 
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  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

建設作業振動の予測結果を、振動規制法及び松戸市公害防止条例に基づく規制基準と対

比して評価する。 
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（２）資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通振動 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）振動の状況 

   （イ）地盤及び土質の状況 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）道路及び交通の状況 

   （オ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）振動の状況 

    i 現地調査 

「振動レベル測定方法(JIS Z 8735)」等に基づき、振動レベル（L10、L50、L90）の測定を

実施する。また、大型車10台による地盤卓越振動数を計測する。 

    ii 情報の整理及び解析 

時間率振動レベル（L10、L50、L90）を整理し、振動レベル状況の把握、規制基準等との比

較を行う。 

   （イ）地盤及び土質の状況 

令和５年度内に実施されるボーリング調査結果報告書等の資料を収集し、地盤構造、軟

弱地盤の有無、土質の状況について調査する。 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を把握する。

保全対象となる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地域

の指定状況等に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 

   （エ）道路及び交通の状況 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする。 
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   （オ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度 

・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の台数が最大となる時期（ピーク日）とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う振動レベル（L10）とする。 

   （イ）予測方法 

予測は、「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平成24

年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される手法を用いて

行う。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測地点における将来振動レベルと現況からの増加量を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

道路交通振動については、「事業に伴う振動レベルがほとんど感知しないレベルである

こと」を目標とし、人体に振動を感じないレベル（55デシベル）や、本事業に伴う振動レ

ベルの変化の程度に基づいて評価する。  
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土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の稼働に伴う振動 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）振動の状況 

   （イ）地盤及び土質の状況 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）発生源の状況 

   （オ）法令による基準等 

   イ．調査地域 

「5-2-4 １．（１）  ① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様に、敷地境界

から概ね100ｍとする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-4 １．（１）  ① 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設

工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による騒音」と同様とする（図 5-

2-4-1参照）。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

「１．（１） 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事

及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による振動」と同様とする。 

発生源の状況は、既存資料及び現地踏査により、振動に係る主要な発生源（工場・事業

場、道路交通等）の分布を調査する。法令による基準等は、次の内容を調査する。 

・振動規制法に基づく規制基準 

・松戸市公害防止条例に基づく規制基準 

・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

「１．（１） 樹木の伐採、切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事

及び施設の設置工事に伴う建設機械稼働による振動」と同様とする。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-4-1参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地域とした敷地境界から概ね100ｍの範囲内において、振動レベルの分

布を予測するとともに、敷地境界上の最大地点を予測する（図 5-2-4-1参照）。 
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   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態になった時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴う振動レベル（L10）とする。 

   （イ）予測方法 

施設に配置する振動源となる設備の種類、規格、位置等を明らかにし、伝搬理論計算式

により予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測地域内の振動の発生状況を等振動線図で示すとともに、最大の振動レベル及びその

位置を示す。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

振動の予測結果を、振動規制法及び松戸市公害防止条例の規制基準と対比して評価する。 
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（２）廃棄物の運搬に伴う道路交通振動 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）振動の状況 

   （イ）地盤及び土質の状況 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）道路及び交通の状況 

   （オ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

「１．（２） 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通振動」と同様

とする。 

 
   オ．調査期間 

「5-2-4 １．（１）② 資材又は機械の運搬に伴う工事用車両の走行による道路交通騒

音」と同様とする。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-4-2参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

ごみ処理施設が定常の稼働状態になった時期とする。 
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   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、廃棄物運搬車両の走行に伴う振動レベル（L10）とする。 

   （イ）予測方法 

予測は、「国土技術政策総合研究所資料第714号 道路環境影響評価の技術手法（平成24

年度版）」（平成25年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）に示される手法を用いて

行う。 

 
   オ．予測結果の整理 

予測地点における将来振動レベルと現況からの増加量を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

道路交通振動については、「事業に伴う振動レベルがほとんど感知しないレベルである

こと」を目標とし、人体に振動を感じないレベル（55デシベル）や、本事業に伴う振動レ

ベルの変化の程度に基づいて評価する。 
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5-2-6 悪臭 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の稼働に伴う悪臭 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）悪臭の状況（表 5-2-6-1 参照） 

    i 特定悪臭物質（22 物質）の濃度 

    ii 臭気濃度（臭気指数） 

 
表 5-2-6-1 悪臭の現地調査地点と調査項目 

調査項目 
調査地点 

都市計画
対象事業
実施区域 

周辺地点 
（４地点） 

特
定
悪
臭
物
質 

アンモニア イソバレルアルデヒド 

○ － 

メチルメルカプタン イソブタノール 
硫化水素 酢酸エチル 
硫化メチル メチルイソブチルケトン 
二硫化メチル トルエン 
トリメチルアミン スチレン 
アセトアルデヒド キシレン 
プロピオンアルデヒド プロピオン酸 
ノルマルブチルアルデヒド ノルマル酪酸 
イソブチルアルデヒド ノルマル吉草酸 
ノルマルバレルアルデヒド イソ吉草酸 

臭気濃度（臭気指数） ○ ○ 
 
   （イ）気象の状況：地上気象 

   （ウ）土地利用の状況 

   （エ）発生源の状況 

   （オ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、「5-2-1 ２.(１)ばい煙又は粉じんの発生に伴う大気質」と同様に、都市計

画対象事業実施区域を中心に半径３kmの範囲とする。 

悪臭の発生形態としては、施設からの悪臭の漏洩と煙突排出ガス中の臭気成分の拡散と

があり、影響範囲が広くなる煙突排出ガスを考慮して上記の調査範囲とした。 
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   ウ．調査地点 

   （ア）悪臭の状況 

調査地点は、図 5-2-6-1及び図 5-2-6-2に示すとおり、都市計画対象事業実施区域敷地

境界の２地点及び周辺地点４地点とする。なお、特定悪臭物質の調査地点は、都市計画対

象事業実施区域敷地境界の２地点とする。 

   （イ）気象の状況 

「5-2-1 ２.(１)ばい煙又は粉じんの発生に伴う大気質」の地上気象と同様とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）悪臭の状況 

    i 現地調査 

特定悪臭物質は「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和47年環境庁告示第９号）によるも

のとし、臭気濃度（臭気指数）については「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」（平

成７年環境庁告示第63号）に示される三点比較式臭袋法によるものとする。調査時には採

取場所において風向、風速及び気温を調査する。 

    ii 情報の整理及び解析 

悪臭防止法及び千葉県悪臭防止対策の指針による基準との対比により、現状における

悪臭の状況を把握する。 

   （イ）気象の状況 

「5-2-1 ２.(１)ばい煙又は粉じんの発生に伴う大気質」と同様とする。 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を把握する。

悪臭の影響を受けやすいと考える住居、学校等の分布状況を把握する。 

   （エ）発生源の状況 

既存資料及び現地踏査により、工場・事業場等の悪臭に係る主な発生源の状況を調査す

る。 

   （オ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・悪臭防止法に基づく規制基準 

・千葉県悪臭防止対策の指針による指導目標値 

・その他必要な基準 
 
   オ．調査期間 

   （ア）文献その他資料調査 

文献その他資料の調査期間は、過去５年間とする。 

   （イ）現地調査 

一般に廃棄物の腐敗等により悪臭が発生しやすいとされる夏季及び悪臭物質が拡散し

にくい接地逆転層の生じやすい冬季の計２回の調査を実施する。  
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図 5-2-6-1 悪臭調査地点（敷地境界）  

この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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図 5-2-6-2 悪臭調査地点（周辺地域）  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、施設に搬入・貯留される廃棄物の影

響については、敷地境界を予測地点とする。また、施設の稼働（煙突排出ガス）による影

響については、最大着地濃度となる地点を予測地点とする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態となった時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

    i 施設に搬入・貯留される廃棄物による悪臭の漏洩 

    ii 施設の稼働に伴う煙突排出ガスからの悪臭 

   （イ）予測方法 

    i 施設に搬入・貯留される廃棄物による悪臭の漏洩 

施設に搬入・貯留される廃棄物の影響は、既存施設等の類似事例の参照及び悪臭防止対

策の内容を勘案し、定性的に予測を行う。 

    ii 施設の稼働に伴う煙突排出ガスからの悪臭 

煙突排出ガスにより周辺環境への高濃度の影響が想定される条件を設定して、短時間

（１時間値）の予測を行う。事業計画及び立地特性に基づき、次の５つの事象を対象とす

る。また、短期高濃度予測における各事象の予測方法は、大気質の短期高濃度予測と同様

とする。なお、悪臭の排出条件（排出濃度）については、事業計画に基づき設定する。 

・ 大気安定度不安定時 
・ 上層気温逆転時（リッド状態） 
・ 接地逆転層崩壊時 
・ ダウンウォッシュ時 
・ ダウンドラフト時 

 
   オ．予測結果の整理 

   （ア）施設に搬入・貯留される廃棄物による悪臭の漏洩 

引用事例の内容及び事業計画に基づく悪臭防止対策の検討結果を整理する。 

   （イ）施設の稼働に伴う煙突排出ガスからの悪臭 

予測結果に基づき、臭気濃度の最大着地濃度を示す。 
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  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

悪臭の予測結果を、悪臭防止法の規制基準と対比して評価する。  
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5-2-7 地盤 

工事の実施 

（１）切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）地形、地質及び土質の状況 

   （イ）地下水の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、「5-2-3 １．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工

事に伴う水文環境」と同様とする。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-3 １．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文

環境」と同様に、図 5-2-3-1に示す都市計画対象事業実施区域内の３地点とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）地形、地質及び土質の状況 

地形、地質の状況は、令和５年度内に実施されるボーリング調査結果報告書等の既存資

料により整理する。 

   （イ）地下水の状況 

調査地点において自記水位計を用いて年間の状況を把握する。 

 
   オ．調査期間等 

地下水位について、１年間の測定を行う。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-3-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間において、影響が最大となると想定される、ごみピット等の

地下工作物の掘削工事の時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、土地造成や基礎工事に伴う地盤沈下の程度とする。 

   （イ）予測方法 

現況調査結果及び事業計画を踏まえ、工法や掘削範囲・深度、地下水位の標高を整理し、

地下水対策等の内容を勘案し、地下水位に与える影響を定性的に予測する。 

 
   オ．予測結果の整理 

事例の引用及び事業計画に基づく環境保全対策の内容を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにする。 
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土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の存在等に伴う地盤 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）地形、地質及び土質の状況 

   （イ）地下水の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、「5-2-3 １．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工

事に伴う水文環境」と同様とする。 

 
   ウ．調査地点 

「5-2-3 １．（１）樹木の伐採、切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う水文

環境」と同様に、図 5-2-3-1に示す都市計画対象事業実施区域内の３地点とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）地形、地質及び土質の状況 

「１．（１）切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤」と同様とする。 

   （イ）地下水の状況 

「１．（１）切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤」と同様とする。 

 
   オ．調査期間等 

「１．（１）切土又は盛土、基礎工事及び施設の設置工事に伴う地盤」と同様とする。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-3-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態になった時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、都市計画対象事業実施区域でのごみピット等の地下工作物の設置に伴う地

盤沈下の程度とする。 

   （イ）予測方法 

現況調査結果を踏まえ、類似事例の参照及び本事業の事業計画の内容を勘案して定性的

に予測を行う。 

 
   オ．予測結果の整理 

事例の引用及び事業計画に基づく環境保全対策の内容を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにする。 
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5-2-8 土壌 

工事の実施 

（１）切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄及び基礎工事に伴う土壌汚染 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）土壌汚染の状況（表 5-2-1-11） 

    i 土壌の汚染に係る環境基準に定める項目 

    ii 地下水質に係る環境基準に定める項目 

   （イ）地形、地質及び地下水位の状況 

   （ウ）地歴の状況 

   （エ）土地利用の状況 

   （オ）法令による基準等 
 

表 5-2-8-1 土壌汚染の状況調査項目 

調査項目 環境基準に定める項目 

土壌の汚染 

環
境
基
準
項
目 

カドミウム ジクロロメタン 1,1,1-トリクロロエタン 
全シアン 四塩化炭素 チウラム 
有機燐 クロロエチレン シマジン 
鉛 1,2-ジクロロエタン チオベンカルブ 
六価クロム 1,1-ジクロロエチレン ベンゼン 
砒素 1,2-ジクロロエチレン セレン 
総水銀 1,1,2-トリクロロエタン ふっ素 
アルキル水銀 トリクロロエチレン ほう素 
ＰＣＢ テトラクロロエチレン 1,4-ジオキサン 
銅 1,3-ジクロロプロペン  

ダイオキシン類 

地下水の 
水質 

環
境
基
準
項
目 

カドミウム クロロエチレン チウラム 
全シアン 1,2-ジクロロエタン シマジン 
鉛 1,1-ジクロロエチレン チオベンカルブ 
六価クロム 1,2-ジクロロエチレン ベンゼン 
砒素 1,1,1-トリクロロエタン セレン 
総水銀 1,1,2-トリクロロエタン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
アルキル水銀 トリクロロエチレン ふっ素 
PCB テトラクロロエチレン ほう素 
ジクロロメタン 1,3-ジクロロプロペン 1,4-ジオキサン 
四塩化炭素   

ダイオキシン類 
 
   イ．調査地域 

調査地域は、都市計画対象事業実施区域とする。 
 
   ウ．調査地点 

   （ア）土壌汚染の状況 

土壌汚染の状況の調査地点は、都市計画対象事業実施区域内の代表地点として図 5-2-

8-1に示す１地点とする。 

   （イ）地下水質の状況 

地下水質の状況の調査地点は、想定される地下水の流れ上で施設を挟んだ上下流として、

図 5-2-8-1に示す２地点とする。なお、想定される地下水の流れは、既存施設建設時に実

施した地質調査結果によると南側から上大津川方向に流れていると想定される。 
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図 5-2-8-1 土壌及び地下水質調査地点  

この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）土壌汚染の状況 

    i 土壌汚染調査 

ａ．現地調査 
「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年環境庁告示第46号）、「ダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌汚染に係る環境基準について」（平成11年

環境庁告示第68号）に基づき実施する。各物質の濃度を環境基準と対比することにより、

現状における土壌の状況を把握する。 

ｂ．情報の整理及び解析 
各物質の濃度を環境基準と対比し、現状における土壌の状況を把握する。 

    ii 地下水質調査 

ａ．現地調査 
「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（平成３年環境庁告示第46号）、「ダイオキシン

類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌汚染に係る環境基準について」（平成11年環

境庁告示第68号）に基づき実施する。 

ｂ．情報の整理及び解析 
各物質の濃度を環境基準と対比し、現状における地下水質の状況を把握する。 

 
   （イ）地形及び地質の状況 

地形、地質の状況は、令和５年度内に実施されるボーリング調査結果報告書等の既存資

料により整理する。 

   （ウ）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料及び現地踏査により、土地利用の状況を把握する。 

   （エ）地歴の状況 

対象事業実施区域における過去の土地利用、事業活動の状況について、関係者へのヒア

リング又は関連書類、土地利用状況の変化がわかる空中写真等の資料に基づき調査する。 

   （オ）法令による基準等 

次の法令のよる基準等の内容を調査する。 

・環境基本法に基づく環境基準 

・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準 

・土壌汚染対策法に基づく基準 

・その他必要な基準 

 

   オ．調査期間等 

土壌の状況及び地下水質は１回の測定を行う。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする（図 5-2-8-1参照）。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする（図 5-2-8-1参照）。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間において、土砂の移動等により影響が生じると想定される時

期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、都市計画対象事業実施区域での土地造成や基礎工事に伴う影響とする。 

   （イ）予測方法 

現況調査結果及び別途実施する土壌汚染対策法に基づく地歴調査の結果を踏まえ、類似

事例の参照及び本事業の事業計画の内容を勘案して定性的に予測を行う。 

 
   オ．予測結果の整理 

事例の引用及び事業計画に基づく環境保全対策の内容を整理する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、見解を明らかにす

る。 

 
   イ．環境基準等と予測結果とを比較し検討する手法 

予測結果を、環境基本法及びダイオキシン類対策特別措置法の環境基準等と対比して評

価する。 
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5-2-9 日照阻害 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の存在等に伴う日照阻害 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）土地利用の状況 

   （イ）地形の状況 

   （ウ）法令による基準等 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、冬至日の8時～16時（真太陽時）の間に本施設により日影が生じる範囲とす

る。 

 
   ウ．調査地点 

調査地点は、都市計画対象事業実施区域西側、北側、東側等に分布する居住施設周辺と

する。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）土地利用の状況 

土地利用現況図、都市計画図等の資料により、土地利用の状況を調査する。保全対象と

なる住居、学校等の分布状況を把握するとともに、都市計画法による用途地域等の指定状

況に基づいて法令の基準をあてはめる地域を把握する。 

   （イ）地形の状況 

地形図等の資料により、地形の状況（標高や地形の起伏の状況）を把握する。 

   （ウ）法令による基準等 

次の法令による基準等の内容を調査する。 

・建築基準法に基づく日影規制 

・その他必要な基準 

 
   オ．調査期間 

土地利用の状況等の調査すべき情報を適切に把握することができる時期とする。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測対象時期 

予測対象時期は、供用開始後の冬至日の8時～16時（真太陽時）とする。 

   ウ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、本施設による冬至日の日影の状況（時刻別日影及び等時間日影）とする。 

   （イ）予測方法 

本施設による冬至日の8時～16時（真太陽時）の時刻別日影図及び等時間日影図を太陽

の高度・方位及び本施設の高さ・方位等を用いた理論式により予測する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、検討することにより評

価する。 
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5-2-10 植物 

工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に

伴う植物 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）植物の現況 

・種子植物及びシダ植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

・重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

・大径木・古木の分布、生育状況 

・植生自然度 

   （イ）指定・規制の現況 
 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-10-1に示すとおり、事業の実施が植物へ影響を及ぼすおそれのある

範囲として、直接改変や工事等による間接的な影響を勘案し、都市計画対象事業実施区域

の敷地境界から概ね200ｍの範囲を基本とする。なお、都市計画対象事業実施区域北東側の

開放水域の一部は、200ｍの範囲外まで続いているが、連続した湿地環境であることから調

査地域に含めた。 

調査地域は、主に市街地や開放水域で構成されている。都市計画対象事業実施区域内の

南側は、旧施設の多目的広場となっており、樹林や草地等がみられる。また、北側は、野

馬除緑地となっており、樹林帯が隣接している。その他、調査地域内の一部には、比較的

小規模な耕作地や草地が残存している。 

なお、これらの調査地域は重要な種等の生育状況に応じて適宜拡大する。 

文献等の収集は「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」で把握した

範囲と同様とする。 
 
   ウ．調査地点等 

調査地点は、図 5-2-10-1に示すとおり、環境類型区分等を網羅するようにコドラート

（方形区）を設定するほか、調査地域内を任意に踏査し、植物相及び植生の状況等を全体

的に把握する。なお、コドラートや調査ルートに関しては、植物相及び植生の状況等を網

羅することを前提としつつ、必要に応じて適宜変更する。 
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図 5-2-10-1 植物調査地域、調査範囲位置図 

注）植生調査（コドラート法）は、植物調査範囲内で実施することとし、調査時の
状況を確認した上で詳細に設定する。 

 

この地図は GEOSPACE CDS プラスの空中写真を使用したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

文献等の資料収集により情報を整理した上で、区分された植生区分を網羅するように現

地調査を行い、植物相・植生の現況等を把握する。 

現地調査の手法やとりまとめ方法については、以下に示すとおりである。 

 
   （ア）種子植物及びシダ植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

    i 植物相の状況 

植物相の状況は、調査地域内を任意に踏査し、種子植物及びシダ植物を対象に確認され

た生育種を記録・同定する手法により行う。なお、現地での同定が困難なものについては、

標本を持ち帰り室内同定を行う。植物相調査の結果は植物目録、植物相の概要として取り

まとめる。 

    ii 植生の状況 

植生の状況は、ブラウン－ブランケの植物社会学的手法に基づいたコドラート法によ

り実施する。調査手法は、航空写真や現地踏査等によりあらかじめ調査地域内の植生群落

を概略把握し、現地による確認を踏まえて、群落毎に植生が均質と思われる地点にコドラ

ートを設定する。各コドラートでは、階層区分毎に出現した種を記録するとともに、優占

度と群度を判定して植生の状況を把握する。 

植生調査の結果は、植生図、植生調査票及び植生の概要としてとりまとめる。 

   （イ）重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の把握 

重要な種及び重要な群落は、国及び千葉県のレッドリスト等を参考に選定する。 

現地調査において確認された重要な種及び重要な群落については、その分布状況及び生

育状況を記録するとともに、生育環境についても記録し、可能な限り写真撮影を行う。 

   （ウ）大径木・古木の分布、生育状況 

大径木(原則として胸高直径50㎝以上)・古木の有無を調査し、それが存在した場合には、

樹種、樹高、胸高直径、確認地点、生育群落及び生育環境を記録する。 

   （エ）植生自然度 

現地調査における植生調査結果をもとに植生自然度を判別し、植生自然度図を作成する。 

   （オ）指定・規制の現況 

調査地域における自然環境に関する指定・規制について既存文献を収集・整理する。 

 
   オ．調査期間 

調査期間は植物及び植生の特性を踏まえ、以下に示す時期に実施する。 

   （ア）種子植物及びシダ植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

    i 植物相の状況 

植物相を把握するため、早春、春、初夏～夏、秋の各時期１回の計４回実施する。 

    ii 植生の状況 

植物が繁茂し植生群落区分が把握しやすい時期として、夏、秋の各時期１回の計２回実

施する。  
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   （イ）重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

植物相の状況及び植生の状況の調査に併せて実施する。 

   （ウ）大径木・古木の分布、生育状況 

植物相の状況及び植生の状況の調査に併せて実施する。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測項目 

植物の予測は、以下に示す項目について行う。 

・植物相の変化 

・重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の生育状況の変化 

・植物群落の変化 

・大径木・古木の生育状況の変化 

・植生自然度の変化 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事により植物への影響が最大になると考えられる時期及び工作物の

設置並びに植栽等による修景が完了した時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

予測は事業計画の内容を踏まえ、土地の改変などが保全対象である植物に及ぼす直接的

な影響及び植物の生育環境の変化に伴う間接的な影響について、他の事例や最新の知見等

を基に予測する。 

 
  ③ 評価の手法 

植物の評価は、予測結果を基に以下に示す事項について、事業者により実行可能な範囲内

で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、検討すること

により評価する。 

・植物相の保全 

・重要な種の分布 

・植物群落 

・大径木・古木 

・植生自然度 
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5-2-11 動物 

工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に

伴う動物 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）動物の現況 

・哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類及び昆虫類その他主な動物に関する動物相の状況 

・重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

なお、都市計画対象事業実施区域及びその周辺はオオタカ等の猛禽類が生息している可

能性があるため、猛禽類の行動圏調査を行う。 

   （イ）指定・規制の現況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-11-1に示すとおり、事業の実施が動物へ影響を及ぼすおそれのある

範囲として、直接改変や工事等による間接的な影響を勘案し、都市計画対象事業実施区域

の敷地境界から概ね200ｍの範囲を基本とする。なお、都市計画対象事業実施区域北東側の

開放水域の一部は、200ｍの範囲外まで続いているが、連続した湿地環境であることから調

査地域に含めた。なお、猛禽類は行動圏が広いことから、図 5-2-11-2に示すとおり、都市

計画対象事業実施区域から概ね2.0㎞の範囲を調査対象とする。 

文献等の収集は「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」で把握した

範囲と同様とする。 

 
   ウ．調査地点等 

調査地点は、図 5-2-11-1に示すとおり、環境類型区分等を網羅するように調査地点を設

定するほか、調査地域内を任意に踏査し、動物の状況を全体的に把握する。また、猛禽類

の調査地点は２地点を基本とし図 5-2-11-2に示すとおりである。 

なお、調査地点については、各生息状況を網羅することを前提としつつ、必要に応じて

適宜変更する。 
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図 5-2-11-1 動物調査地点、調査範囲位置図 

  

この地図は GEOSPACE CDS プラスの空中写真を使用したものである。 
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図 5-2-11-2 猛禽類の調査地点、調査範囲図 

  

注）St3 及び St4 は、出現状況等に応じて場所を変更する移動定点として設定した。 
 
この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使

用したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

文献等の資料収集により情報を整理した上で、区分された生息環境を網羅するように現

地調査を行い、動物相の現況を把握する。 

現地調査の手法やとりまとめ方法については、以下に示すとおりである。 

 
   （ア）哺乳類 

フィールドサイン法、トラップ法、自動撮影法、バットディテクターによる夜間調査に

より哺乳類相を把握する。現地調査の結果は哺乳類確認種リスト及び哺乳類相の概要とし

てとりまとめる。 

    i フィールドサイン法 

調査地域を任意に踏査し、個体の目撃、鳴き声、死体、足跡、糞、食痕など生息の根拠

となるフィールドサインの確認・記録をし、生息種を把握する。 

    ii トラップ法 

小型哺乳類を対象に罠（シャーマントラップ）を設置し、捕獲調査を行う。シャーマン

トラップは一晩設置し、翌日回収する。捕獲した個体は、種の同定及び体長・体重等の計

測を行った後、放獣する。 

トラップ法の地点は、環境類型区分等を網羅するように設定する。 

    iii 自動撮影法 

自動撮影カメラを設置し、自動撮影（所定の範囲内に野生動物が通過すると、赤外線セ

ンサーが検知し、シャッターが作動する仕組みとなっている）を行い、生息している哺乳

類を把握する。自動撮影カメラは１回あたり２晩設置する。 

    iv バットディテクターによる夜間調査 

調査地域を任意に踏査し、バットディテクターを用いてコウモリ類の生息状況を把握

する。 

   （イ）鳥類（猛禽類を除く） 

任意観察法、ラインセンサス法及びポイントセンサス法により鳥類相を把握する。現地

調査の結果は鳥類確認種リスト及び鳥類相の概要としてとりまとめる。 

    i 任意観察法 

調査地域を踏査し、鳥類の種類と繁殖行動等を記録する。また、フクロウを対象に夜間

調査（コールバック法）を実施する。 

    ii ラインセンサス法 

予め設定したルート（ライン）を時速１～２㎞程度の速度で歩行し、鳥類の種類、個体

数等を記録する。 

ラインセンサス法のルートは、環境類型区分等を網羅するように設定する。 

    iii ポイントセンサス法 

調査地域を広く観察できるよう、予め設定した地点において、一定時間に確認された鳥

類の種類、個体数等を記録する。 
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   （ウ）猛禽類 

オオタカ等を対象とした猛禽類調査は、都市計画対象事業実施区域周辺で生息している

可能性があるため、生息状況調査や営巣場所調査等によって都市計画対象事業実施区域及

びその周辺約2.0kmの範囲の生息状況及び繁殖状況を把握する。現地調査の結果は猛禽類

確認種リスト、猛禽類の概要としてとりまとめる。 

 
    i 生息状況調査 

猛禽類の調査は、環境省の調査指針である「猛禽類保護の進め方（改訂版）（特にイヌ

ワシ、クマタカ、オオタカについて）」（平成24年 環境省）や「サシバの保護の進め方」

（平成25年 環境省）等を参考に、複数定点における同時観測により、調査範囲における

猛禽類の生息・分布状況を把握する。定点数は２地点を基本とする。 

調査手法は、各定点において調査員が終日双眼鏡や望遠鏡を用いて観察を行い、出現し

た個体について地図上にその位置を示し、以下に示す行動内容等を確認・記録する。また、

各調査定点間は無線機の使用により情報を共有し、個体確認及び行動範囲推定の精度を

高める。 

・飛翔方向 

・出現・消失時刻 

・行動形態（ディスプレイ、狩り、止まり、旋回、滑空等） 

・個体情報（成鳥と幼鳥の区別、雌雄の区別、風切羽の欠損等、個体識別につながる可

能な限りの情報） 

    ii 営巣場所調査 

調査地域内の林内を踏査し、営巣場所の特定に努める。なお、生息状況調査により繁殖

を示唆する行動が確認され、営巣可能性のある場所の絞り込みを行う。営巣場所調査によ

り林内を踏査する場合は、猛禽類の繁殖に影響を及ぼさないように短時間の踏査とする

等に留意する。なお、営巣場所調査を実施しない場合は、移動定点として生息状況調査を

実施する。 

 
   （エ）爬虫類・両生類 

調査地域を任意に踏査して目撃法、捕獲法、フィールドサイン調査（死体や抜け殻、カエ

ルの鳴声等）により爬虫類・両生類相を把握する。調査は対象種の活動時間帯等にも配慮

し、必要に応じて夜間調査も行う。現地調査の結果は爬虫類・両生類確認種リスト、爬虫

類・両生類の概要としてとりまとめる。 
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   （オ）昆虫類 

任意採集法、ベイトトラップ法、ライトトラップ法により昆虫類相を把握する。現地調

査の結果は昆虫類確認種リスト、昆虫類相の概要としてとりまとめる。 

    i 任意採集法 

調査地域内を踏査し、捕虫網を用いた見つけ捕りのほか、ビーティング法（樹木の枝や

葉を棒で叩き、１ｍ四方程度の白布等で落下する昆虫を採集する方法）やスウィーピング

法（樹木や草本の葉を捕虫網で掬って昆虫を採集する方法）によって昆虫類を採集する手

法及びチョウ類・トンボ類等を目視により確認する手法による。 

    ii ベイトトラップ法 

地表徘徊性の昆虫類を確認するため、誘引餌を利用した誘引採集（ベイトトラップ）に

よる調査を行う。調査は誘引餌を入れたプラスチックカップ等を１地点に20個程度地表

面に埋め込み、容器に落下した昆虫を採集する手法とする。トラップは一晩設置し、翌日

回収する。ベイトトラップ法の地点は、環境類型区分等を網羅するように設定する。 

    iii ライトトラップ法 

ガ類や甲虫類等の夜行性の昆虫類を確認するため、光に集まる習性を利用した灯火採

集（ライトトラップ：ボックス法）による調査を行う。トラップは一晩設置し、翌日回収

する。ライトトラップ法の地点は、環境類型区分等を網羅するように設定する。 

 
   （カ）重要な種の分布・生息状況・生息地の把握 

重要な種の選定は国及び千葉県のレッドリスト等を参考とする。 

現地調査で確認された重要な種は、分布状況、生息状況及び生息環境を記録する。また、

集団繁殖地等が確認された場合は、その位置と対象動物種及び繁殖の状況を記録する。 

   （キ）指定・規制の現況 

調査地域における自然環境に関する指定・規制について既存文献を収集・整理する。 
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   オ．調査期間 

動物の生息の特性を踏まえ、以下に示す時期に実施する。 

   （ア）哺乳類 

調査地域の哺乳類相を把握するため、春、夏、秋、冬の各時期１回の計４回実施する。 

   （イ）鳥類（猛禽類を除く） 

調査地域の鳥類相を把握するため、春、初夏（繁殖期）、夏、秋、冬（越冬期）の各時期

１回の計５回実施する。 

   （ウ）猛禽類 

    i 生息状況調査 

調査時期は、４～７月に各月１回とする。１回あたりの調査日数は、３日間とする。調

査期間は１繁殖期を基本とするが、１繁殖期目の出現状況等を踏まえて必要に応じて２

繁殖期の実施を検討する。 

調査時間は、原則として日中を主体とする７時間の調査とするが、天候、季節、繁殖ス

テージにより調査時間帯を決定する。 

    ii 営巣場所調査 

調査時期は、生息状況調査と同様とする。１回あたりの調査日数は、１～３日間とする。 

   （エ）爬虫類 

調査地域の爬虫類相を把握するため、春、初夏、夏、秋の各時期１回の計４回実施する。 

   （オ）両生類 

調査地域の両生類相を把握するため、早春、春、夏、秋の各時期１回の計４回実施する。 

   （カ）昆虫類 

調査地域の昆虫類相を把握するため、春、初夏、夏、秋の各時期１回の計４回実施する。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測項目 

動物の予測は、以下に示す項目について行う。 

・動物相の変化 

・地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分布域の変化 

・重要な種の生息状況の変化 

・注目すべき生息地の変化 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事により動物への影響が最大になると考えられる時期及び工作物の

設置並びに植栽等による修景が完了した時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

予測は事業計画の内容を踏まえ、保全対象である動物に及ぼす直接的影響及び動物の生

息環境条件の変化による影響及び生息域の分断や孤立について、他の事例や最新の知見等

を基に予測する。 

 
  ③ 評価の手法 

動物の評価は、予測結果を基に以下に示す事項について、事業者により実行可能な範囲内

で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかどうかを検討すること

により評価する。 

・構成生物の種類組成の多様性の保全 

・重要な種の保全 
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5-2-12 陸水生物 

工事の実施 

（１）切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う陸水生物 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）陸水生物の現況 

・魚類・底生動物に関する陸水生物相の状況 

・重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状況 

   （イ）指定・規制の現況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-12-1に示すとおり、事業の実施が陸水生物へ影響を及ぼすおそれの

ある範囲として、本事業の工事中の濁水の排水経路を勘案し、都市計画対象事業実施区域

の敷地境界から概ね200ｍの範囲を基本とする。なお、都市計画対象事業実施区域北東側の

開放水域の一部は、200ｍの範囲外まで続いているが、連続した湿地環境であることから調

査地域に含めた。なお、陸水生物への影響は水質の変化に伴うものであるため、想定地点

以外に流入点等があった場合は、必要に応じて調査範囲を適宜拡大する。 

文献等の収集は「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」で把握した

範囲と同様とする。 

 
   ウ．調査地点等 

調査地点は、図 5-2-12-1に示すとおり、河川・水路（上大津川）及び開放水域（調整池）

に設定する。 
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図 5-2-12-1 陸水生物（魚類・底生動物）の調査位置図  

 
 
 
この地図は松戸市発行の 1:2,500 地形図（白図）を使用したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

文献等の資料収集により情報を整理した上で、陸水域において魚類・底生動物相の現地

調査を行い、陸水生物相の現況を把握する。 

現地調査の手法やとりまとめ方法については、以下に示すとおりである。 

   （ア）陸水生物（魚類・底生動物） 

調査地域の水域において任意採集法により魚類・底生動物相を把握する。現地調査の結

果は魚類・底生動物確認種リスト、魚類・底生動物相の概要としてとりまとめる。 

    i 魚類 

魚類は、調査地域において、タモ網やサデ網（目合い１mm）、セル瓶もしくは網かご等

の設置により採集し、生息種の確認を行う。 

    ii 底生動物 

底生動物は、定量的な調査として、サーバーネット等を使用し、一定面積内の肉眼的な

大きさの動物を調査する。採集したサンプルは、同定、計数等を行う。 

また、定性的な調査として、調査地域に生息する種をタモ網で採集し、目視による確認、

または、アルコール又はホルマリンで固定したのち、室内で同定する。 

   （イ）重要な種の分布・生息状況・生息地の把握 

重要な種の選定については国及び千葉県のレッドリスト等を参考に選定する。現地調査

において確認された重要な種について、その分布状況及び生息状況を記録するとともに、

生息環境についても記録を行う。 

   （ウ）指定・規制の現況 

調査地域における自然環境に関する指定・規制について既存文献を収集・整理する。 

 
   オ．調査期間 

陸水生物（魚類・底生動物）の生息の特性を踏まえ、以下に示す時期に実施する。 

   （ア）陸水生物（魚類・底生動物） 

調査地域の魚類・底生動物相を把握するため、春、夏、秋、冬の各時期１回の計４回実

施する。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測項目 

陸水生物の予測は、以下に示す項目について行う。 

・魚類・底生動物相の変化 

・地域を特徴づける種又は指標性の高い種の分布域の変化 

・重要な種の生息状況の変化 

・注目すべき生息地の変化 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事により魚類・底生動物への影響が最大になると考えられる時期と

する。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

予測は事業計画の内容を踏まえ、保全対象である魚類・底生動物に及ぼす直接的影響、

魚類・底生動物の生息環境条件の変化による影響について、他の事例や最新の知見等を基

に予測する。 

 

  ③ 評価の手法 

陸水生物（魚類・底生動物）の評価は、予測結果を基に以下に示す事項について、事業者

により実行可能な範囲内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されている

かどうかを検討することにより評価する。 

・構成生物の種類組成の多様性の保全 

・重要な種の保全 
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5-2-13 生態系 

工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

（１）樹木の伐採、切土又は盛土、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事並びに施設の存在等に

伴う生態系 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）地域特性に関する情報 

地形・地質、土壌等、生態系に関する地域特性を入手可能な最新の文献その他の資料に

より把握する。 

   （イ）生態系の現況 

植物、動物、陸水生物の調査結果より把握される調査地域における生態系の概況とする。 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、事業の実施が生態系へ影響を及ぼすおそれのある範囲として、植物、動物、

陸水生物と同様に都市計画対象事業実施区域の敷地境界から概ね200ｍの範囲を基本とす

る。なお、都市計画対象事業実施区域北東側の開放水域の一部は、200ｍの範囲外まで続い

ているが、連続した湿地環境であることから調査地域に含めた。また、猛禽類等の行動範

囲の広い種を対象とする場合は、対象種の特性に応じて適宜範囲を拡大する。 

文献等の収集は「第３章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況」で把握した

範囲と同じとする。 

 
   ウ．調査地点等 

調査地点は植物、動物、陸水生物の各調査地点と同様とする。 

 
   エ．調査の基本的な手法 

生態系の調査は、現地調査による植物、動物、陸水生物の調査結果及び文献その他の資

料から得られた情報の整理・解析により以下の方法で行うものとする。 

   （ア）調査地域の区分 

調査地域の環境を地形や植生等の現地調査結果を目安に類型区分する。類型区分にあた

っては、植物、動物、陸水生物の生育・生息環境としてのまとまりを考慮して区分する。 

また、事業の影響が調査地域の生態系のどのような生育・生息環境に及ぶことが想定さ

れるかについて、事業計画の内容から影響要因の種類と範囲などを想定し、評価の際に重

要と考えられる生育・生息環境を抽出する。 

   （イ）生態系構成要素の把握 

生態系構成要素は、植物・動物・陸水生物調査によって整理された植物・動物・陸水生

物相と、これらが成立する基盤となる地形などを基に、既存の生態学的な知見を参考とし

て把握する。動物及び陸水生物では生息場所の利用などの生活史や捕食・被食などの種間

の関係、生息を規定する環境要因などを把握する。植物種及び植物群落では、分布域、生

育場所、群落の相観などを把握する。  
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   （ウ）注目種・群集の抽出 

生態系への影響を予測・評価するための注目種を選定する。注目種は貴重な動植物種や

群落、個体群のほか、生態系の上位に位置する性質の種（上位性）、地域の生態系の特徴を

典型的に現す性質の種（典型性）、特殊な環境であることを示す指標となる性質の種（特殊

性）のうちから当該生育・生息環境の特性をふまえ、適切かつ効果的な種を選定する。注

目種と他の生物種の関係性、注目種または関連する種の生育・生息環境については、植物、

動物、陸水生物等の調査結果を基に把握する。 

 
   オ．調査期間 

調査期間は、植物・動物・陸水生物の調査期間と同様とする。 

 

  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測項目 

生態系の予測は、以下に示す項目について行う。 

・重要な種、重要な群落及び注目種等の生育・生息状況の変化 

・調査地域の生態系の変化 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事の実施により生態系への影響が最大になると考えられる時期及び

工作物の設置並びに植栽等による修景が完了した時期とする 

 
   エ．予測の基本的な手法 

予測は土地の改変など、本事業の実施に伴い発生すると想定される環境影響要因と、注

目種等の生育・生息分布及び生育・生息環境との関連性を地形図・植生図等に図示し、予

測地域における生態系の変化や、注目種等の生育・生息環境の消失及び保全の程度などに

ついて、影響の予測を行う。 

 

  ③ 評価の手法 

生態系の評価は、予測結果を基に以下に示す事項について、事業者により実行可能な範囲

内で対象事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかどうかを検討するこ

とにより評価する。 

・注目種等の適切な保全 

・周辺の生態系の保全 
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5-2-14 景観 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の存在等に伴う景観 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）主要な眺望点 

   （イ）主要な眺望景観の状況 

   （ウ）地域の景観の特性 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、図 5-2-14-1に示すとおり、都市計画対象事業実施区域は平坦な地形に位置

していることから、高さ55ｍの煙突の垂直見込角１度以上で眺望できる範囲である都市計

画対象事業実施区域から約３kmの範囲を基本とし、「第３章 都市計画対象事業実施区域及

びその周辺の概況」で把握した眺望点の分布状況を踏まえ設定する。なお、煙突高さは都

市計画対象事業実施区域の標高が近隣よりも約10ｍ低いことを考慮して45ｍとして算出

した。 

 
   ウ．調査地点 

調査地点は、主要な眺望点を既存資料調査及び現地踏査により抽出・設定した。眺望点

の設定は、煙突を含む計画建物が見通せ、公共性、代表性、眺望の性質（日常的視点場、

もしくは非日常的視点場）のある地点とする。 

調査地点は、表 5-2-14-1及び図 5-2-14-1に示すとおりである。 

 
表 5-2-14-1 景観調査地点 

地点 市 名称 選定理由 距離 

１ 松戸市 さくら通り(交差点) 

都市計画対象事業実施区域をよく視認できる南

側の主要な眺望点（日常的な視点場）として設定

した。 

約0.6km 

２ 

柏市 

しいのき公園 

都市計画対象事業実施区域をよく視認できる西

側の主要な眺望点（非日常的な視点場）として設

定した。 

約0.3km 

３ 愛宕神社 

都市計画対象事業実施区域をよく視認できる北

東側の主要な眺望点（非日常的な視点場）として

設定した。 

約0.6km 

４ 稲荷峠２号公園 

都市計画対象事業実施区域をよく視認できる東

側の主要な眺望点（非日常的な視点場）として設

定した。 

約0.6km 
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図 5-2-14-1 景観調査地点 

  

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）主要な眺望点及び眺望景観の状況 

設定した各眺望点の利用状況を現地踏査により把握し、眺望の状況については写真撮影

を行う方法により把握する。 

   （イ）地域の景観の特性 

地形図等の既存資料の整理・解析及び写真撮影等の現地調査により、地域内の主要な景

観構成要素及び景観資源等を調査し、地域の景観の特性を把握する。 

 
   オ．調査期間 

季節により景観の状況が異なることを考慮し、調査は着葉季及び落葉季の２季に実施す

る。 

 
  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査を実施した眺望点のうち、予測地域の景観に係る環境影響を的確に把

握できる地点を選定する。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、供用開始後の植栽等による修景が完了した時点とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、本施設の設置による主要な眺望点の眺望景観の変化及び地域の景観特性の

変化とする。 

   （イ）予測方法 

予測地点として選定した眺望点及び眺望景観に与える影響について、現況写真に本施設

を合成したモンタージュ写真を作成し、視覚的に表現することにより予測する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象事

業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、検討することにより評

価する。 
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5-2-15 人と自然との触れ合いの活動の場 

工事の実施及び土地又は工作物の存在及び供用 

（１）樹木の伐採、切土または盛土、資材又は機械の運搬、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工

事並びに施設の存在等に伴う人と自然との触れ合いの活動の場 

  ① 調査の手法 

   ア．調査すべき情報 

   （ア）人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

   （イ）主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

 
   イ．調査地域 

調査地域は、都市計画対象事業実施区域及びその周辺とする。 

 
   ウ．調査地点 

調査地点は、既存文献及び現地踏査により抽出・設定した。現時点では、都市計画対象

事業実施区域及びその周辺の主要な人と自然との触れ合いの活動の場として、表 5-2-14-

1及び図 5-2-14-1に示すとおり、旧施設の多目的広場（クリーンセンター公園）があげら

れる。 

 
表 5-2-15-1 人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点 

地点 市 名称 選定理由 

１ 松戸市 多目的広場 
（クリーンセンター公園） 

都市計画対象事業実施区域内に位置し、テニスコー

トや多目的広場等があり、運動やレクリエーション

等に利用されている。 
 
   エ．調査の基本的な手法 

   （ア）人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

設定した主要な人と自然との触れ合いの活動の場の概況について、既存資料の整理及び

現地調査等により利用者数、利用内容及び利用者の多い時期等を把握する。 

   （イ）主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

設定した主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状

況について、既存資料の整理及び現地調査等により、利用者数、利用内容等を把握する。

また、適宜、写真撮影を行う。 

 
   オ．調査期間 

利用者の多いと想定される時期を考慮し、春及び秋の各時期１回の計２回実施する。 

 
  



 

154 

 
図 5-2-15-1 人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点 

この地図は国土地理院発行の 1:25,000 地形図「松戸」「流山」「白井」「取手」を使用
したものである。 
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  ② 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、調査地域と同様とする。 

 
   イ．予測地点 

予測地点は、調査地点と同様とする。 

 
   ウ．予測対象時期 

予測対象時期は、影響が最大となる工事が完了し、本施設が存在する時期とする。 

 
   エ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、土地の改変等による主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利便性、快

適性、利用環境及びアクセスルートの変化とする。 

   （イ）予測方法 

人と自然との触れ合いの活動の場が直接改変される箇所及び面積を整理し、保全対象の

定量的変化（消滅面積等）及び定性的変化（利便性、快適性、利用環境及びアクセスルー

トの変化）を本事業の内容、現地調査結果及び環境保全措置等を勘案して予測する。 

 
  ③ 評価の手法 

   ア．環境の保全が適切に図られているかどうかを検討する手法 

環境保全措置の実施方法等について検討した結果、事業者により実行可能な範囲で対象

事業に係る環境影響ができる限り回避又は低減されているかについて、検討することによ

り評価する。 
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5-2-16 廃棄物 

工事の実施 

（１）樹林の伐採、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事、基礎工事及び施設の設置工事に伴う廃棄物 

  ① 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、都市計画対象事業実施区域とする。 

 
   イ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事開始から工事終了までの全期間とする。 

 
   ウ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、工事の実施に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の

抑制量、有効利用量及び最終処分量とする。 

   （イ）予測方法 

工事計画に基づき、発生原単位等を参考に廃棄物の種類ごとの発生量を予測する。排出

量は、発生量の抑制量や区域内での有効利用等の内容を検討して予測する。発生量の抑制

量は、選択する施工方法を勘案して予測する。有効利用量は、建設リサイクル推進計画

2020の達成基準値等を参照して本事業の工事における再資源化率目標等をもとに予測す

る。最終処分量は、排出量及び有効利用量から算出する。 

また、排出する廃棄物については、適正な処理方法を検討しその内容を明らかにする。 

 

  ② 評価の手法 

   ア．環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置の検討は、最終処分の量の抑制を主体に行うこととし、原則として廃棄物

の発生量の抑制の手法、発生した廃棄物の有効利用の手法及び処理が必要となった廃棄物

の適正な処理の手法について、各手法について複数案を比較検討し、事業者としての見解

をとりまとめることにより行う。 

   イ．環境保全措置の効果 

環境保全措置の実施による廃棄物の発生及び排出抑制効果を検討する。 

廃棄物の適正な処理の効果については、環境保全措置に係る減量化、再資源化の余地の

有無などを含めて総合的に検討する。 
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土地又は工作物の存在及び供用 

（１）施設の稼働に伴う廃棄物 

  ① 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、都市計画対象事業実施区域とする。 

 
   イ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態になる時期の１年間とする。 

 
   ウ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、施設の稼働に伴い発生する廃棄物の種類ごとの発生量、排出量、発生量の

抑制量、有効利用量及び最終処分量とする。 

   （イ）予測方法 

施設の稼働計画に基づき、廃棄物の種類ごとに発生量及び排出量を予測する。有効利用

量は事業計画をもとに予測するものとし、排出量及び有効利用量から最終処分量を算出

する。 

なお、排出する廃棄物については、適正な処理方法を明らかにする。 

 

  ② 評価の手法 

   ア．環境保全措置の実施の方法 

環境保全措置の検討は、最終処分の量の抑制を主体に行うこととし、原則として廃棄物

の発生量の抑制の手法、発生した廃棄物の有効利用の手法及び処理が必要となった廃棄物

の適正な処理の手法について、各手法について複数案を比較検討し、事業者としての見解

をとりまとめることにより行う。 

 

   イ．環境保全措置の効果 

環境保全措置の実施による廃棄物の発生及び排出抑制効果を検討する。 

廃棄物の適正な処理の効果については、環境保全措置に係る減量化、再資源化の余地の

有無などを含めて総合的に検討する。 
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5-2-17 残土 

工事の実施 

（１）切土又は盛土、工作物の撤去又は廃棄、仮設工事及び基礎工事に伴う残土 

  ① 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は、都市計画対象事業実施区域とする。 

 
   イ．予測対象時期 

予測対象時期は、工事開始から工事終了までの全期間とする。 

 
   ウ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は、工事に伴い発生する土砂等（以下「発生土」という。）及び区域外に搬出す

る土砂等（以下「残土」という。）の量とする。 

   （イ）予測方法 

工事計画に基づいて発生土の量及び残土の量を予測する。 

発生土の発生抑制のための工法の検討や、発生土の区域内での有効利用、区域外での工

事間利用等の内容を検討して予測する。また、処分が必要となった残土の適正処理の方法

を検討し、その内容を明らかにする。 

 

  ② 評価の手法 

   ア．環境保全措置の実施の方法 

最終的に処分する残土の量の抑制を主体に検討することとし、発生土の量の抑制の手法、

発生土及び残土の再利用の手法及び処分が必要となった残土の適正な処理の手法につい

て、各手法について複数案を比較検討し、事業者の見解をまとめることにより行う。 

 
   イ．環境保全措置の効果 

環境保全措置の実施による工事の実施に伴う発生土の発生及び排出抑制効果を検討す

る。 

発生土及び残土の適正な処理の効果については、環境保全措置に係る抑制や再利用の余

地の有無等を含めて総合的に検討する。 
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5-2-18 温室効果ガス等 

土地又は工作物の存在及び供用 

（１）ばい煙又は粉じんの発生及び排出ガス（自動車等）に伴う温室効果ガス 

  ① 予測の手法 

   ア．予測地域 

予測地域は都市計画対象事業実施区域及びその周辺とする。 

 
   イ．予測対象時期 

予測対象時期は、施設が定常の稼働状態に達し、温室効果ガスの排出量が適切に把握で

きる時期とする。 

 
   ウ．予測の基本的な手法 

   （ア）予測項目 

予測項目は「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成10年 法律第117号）に規定さ

れる温室効果ガス（二酸化炭素、一酸化二窒素、メタン）の発生量とする。 

   （イ）予測方法 

施設の稼働及び廃棄物運搬車両の走行に伴い発生する温室効果ガスの排出量と、廃棄

物の焼却に伴い発生したエネルギーの有効利用による温室効果ガスの削減量について、

「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和５年

３月 環境省大臣官房地域政策課）を参考に、事業計画に基づき定量的に把握する。 

 

  ② 評価の手法 

   ア．環境保全措置の実施の方法 

温室効果ガスの排出量の抑制を主体的に検討することとし、温室効果ガスの排出量の抑

制の手法について複数案を比較検討することとし、事業者の見解をとりまとめることによ

り行う。 

   イ．環境保全措置の効果 

環境保全借置の実施による温室効果ガスの排出抑制効果を検討する。 

効果の検討に当たっては、環境保全措置に係る排出抑制対策、実行可能なより良い技術

の有無等を含めて総合的に検討する。 

 
 


